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　　　［１］令和３年年末調整改定概要

　※ 使用するマークの説明

画面や帳票名のときこのカッコで囲みます。

1 【　】 太いカッコ 例．【教職員登録画面】

ボタン名（ＯＫや更新 etc.）のときこのカッコで囲みます。

2 細いカッコ 例．[更新]ボタンを押します

メニューバーのときこのカッコで囲みます。

3 三角カッコ 例．＜ 操作　⇒　削除 ＞

項目名のときこのカッコで囲みます。

4 とじカッコ 例．「教職員番号」

メッセージのときこのカッコで囲みます。

5 『　』 中抜きカッコ 例．ﾒｯｾｰｼﾞ『無効な値が入力されました』

今回の給与システムの新しい機能です。

6 新機能マーク

画面項目の補足説明箇所で使用します。

7 丸ナンバー

ＸＸページ参照のときに使用します。

8 Ｐ．XX ページ参照 ※下記の開きマニュアル･マークを前に付与しています。

メニューから説明箇所の画面への遷移方法を示しています。

9 § [ ⇒ ] メニュー遷移 例．§ [ １．教職員管理　⇒ １．教職員登録 ]

業務やTOMASシステムのポイントとなる箇所に使用します。

# ポイント・マーク

お客様へのアドバイスや使い方のご提案箇所です。

# ヒント・マーク

業務やTOMASシステム上でやってはいけないこと、

# 禁止マーク 禁止事項のときに使用します。

お客様に守ってもらいたいルールやエラーの注意です。

# 注意マーク

マニュアルの別ページを参照いただく時に使用します。

# 開きマニュアル 例． Ｐ．２－１

印刷した帳票を意味します。

# 帳票マーク

検索ボタンを意味します。

# 双眼鏡マーク このボタンを押下するか、このボタンがある入力項目にカーソルが

ある時にＦ４キーを押下するとガイダンスが表示されます。

# 左向き三角マーク 画面のこのボタンのことです。

# 右向き三角マーク 画面のこのボタンのことです。[次頁]ﾎﾞﾀﾝ

マーク 呼称 使用の用途や使用箇所

[　]

<　>

｢　｣

★

[前頁]ﾎﾞﾀﾝ

①
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［１］　令和３年年末調整改定概要

１．令和３年年末調整改定概要

（１）令和３年 年末調整での主な変更点

詳細は「令和３年分　年末調整のしかた」（国税庁HP）参照

令和３年の法改正に伴う

システム変更はありません。
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［１］　令和３年年末調整改定概要

2．年末調整関連　帳票一覧

【年末調整データチェックリスト】【給与明細累計チェックリスト】【支給額年度集計表】

以外の帳票は、事前に年末調整計算を行ってください。

年末調整データチェックリスト 【年末調整データ入力】の内容を確認

給与明細累計チェックリスト 年間の支給累計金額を確認

年調過不足額一覧表 還付金・追徴金等の金額を確認

源泉徴収簿 年末調整結果を出力（保存用）

源泉徴収票（白紙に印刷） 【源泉徴収票】を白紙に出力

源泉徴収票（日本法令の用紙に印刷） 【源泉徴収票】を日本法令の用紙に出力

賃金台帳 【賃金台帳】を出力

給与支払報告書（総括表） 【給与支払報告書】の総括表を出力

源泉徴収票提出者一覧表 【源泉徴収票】提出者を確認

源泉徴収票チェックリスト 年末調整計算の過程を確認

給与合計表 【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】に転記

支給額年度集計表 本俸、通勤手当とそれ以外で確認

※税表区分：「対象外」については、年末調整完了後に【源泉徴収簿】【源泉徴収票】【源泉徴収票

　チェックリスト】の出力が可能です。

各帳票の並び順

帳票名称 並び順

給与支払報告書（総括表） 自治体コード（学校ごとに自治体指定番号を設定している場合は、

学校ごとに出力可　　　P.4-37参照）

※上記以外の帳票

年末調整関連の帳票の並び順は、【パラメータ設定】の「源泉徴収出力順」で設定できます。

§[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]

10

11

12

パラメータ設定にて出力順を指定できます。

4

5

6

7

8

9

3

No. 帳票名称 用途

1

2

所属→会計区分(表示順+コード順))の後
・役職（ﾗﾝｸ+表示順+ｺｰﾄﾞ）→教職員番号
・役職（ﾗﾝｸ）→教職員番号

・教職員番号
・教職員氏名カナ
・表示順

・所属→教職員番号
・所属→教職員氏名カナ
・所属→表示順
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［２］年末調整の処理フロー

１．年末調整の流れ

Ａ．月例給与/賞与 Ｂ．年末調整処理  P.4-1～16参照

※

※

Ｃ．年末調整計算  P.4-19～25参照

※

※

※

Ｄ．給与（賞与）へ合算処理  P.4-27～32参照

※

Ｅ．年末調整完了処理  P.4-43参照

帳票印刷

年
末
調
整
計
算
前
　
準
備
作
業

年
末
調
整
計
算
・
結
果
確
認
・
源
泉
徴
収
票
印
刷

出力情報を確認してください。※

支給データ確定

当年の年末調整データ入力
前に必ず行ってください。

当年（202１/1/1～12/31）を確
認。
年末調整データ入力の前に
必ず行ってください。

前年の年調完了を確認

年末調整条件セット

教職員家族

教職員住所

年末調整データ入力

給与明細累計チェックリスト印刷

1/1～12/31の

電算外が加算されていることを確認してく
ださい。

計算された結果が正しいか確認（検算）
してください。

12月支給データ入力

計算処理

※

確定済の給与（又は賞与）に合算できます。
（12月給与・賞与、1月給与に合算可）ま
た、年末調整還付金別途支給も可能です。

教職員所得税

合算後に印刷してもOKです。

※

年末調整計算

源泉徴収票チェックリスト印刷

年末調整計算後に準備作業の訂正あった場
合は再度、年末調整計算をしてください。
何度行っても差し支えありません。合算後
もOKです。

過不足額一覧表印刷

給与明細累計チェックリスト印刷

還付額・追徴額を確認してください。

給与明細累計確認 年末調整データチェックリスト

年
調
完
了

源泉徴収票印刷

源泉徴収簿印刷

給与（賞与）各種帳票印刷

給
与
（

賞
与
）

合
算
処
理
等

その他帳票印刷

年末調整合算

賃金台帳印刷

年末調整完了処理
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［２］年末調整の処理フロー

２．注意事項

寡婦・ひとり親に該当する方がいる場合

寡婦・ひとり親については、死別や離婚、扶養親族の有無、合計所得金額により該当するか否か判断してください。

（下表をご参照ください。不明な点は税務署等にご確認ください）

（１）寡婦（『ひとり親』に該当する人を除く）

（２）ひとり親

３．プログラムで自動判断する項目

①給与の収入金額（支払金額・課税対象額）が2,000万円を超える人

｢年調計算する｣を選択していても年末調整計算しません。

②所得者本人が勤労学生で合計所得金額（給与所得控除後の金額）が７5万円を超える人

本人情報で｢勤労学生｣のチェックを入れていても勤労学生の控除はしません。

③所得者本人の合計所得金額（給与所得控除後の金額）が1,000万円を超える人

配偶者の控除は行われません。「控除対象配偶者」は対象外に変更されます。

「配偶者特別控除」、「源泉控除対象配偶者」、「障害者区分」の選択が外れます。

※「同一生計配偶者」に該当する場合、「障害者区分」は変更されません。

④所得者本人の合計所得金額（給与所得控除後の金額）が900万円を超え、1,000万円以下の人

配偶者合計所得が４8万円を超え、1３3万円以下の場合、「控除対象配偶者」が「対象外」となり、

「配偶者特別控除」にチェックが入り、「障害者区分」の選択が外れます。

配偶者合計所得が４８万円以下の場合、「控除対象配偶者」が「一般」か「老人」になり、「同一生計配

偶者」にチェックが入ります。

⑤所得者本人の合計所得金額（給与所得控除後の金額）が900万円以下の人

配偶者合計所得が９5万円を超え、1３3万円以下の場合、「配偶者特別控除」にチェックが入り、

「控除対象配偶者」が「対象外」および「障害者区分」の選択が外れます。

配偶者合計所得が４8万円を超え、９5万円以下の場合、「配偶者特別控除」「源泉控除対象配偶者」に

チェックが入り、「控除対象配偶者」が「対象外」および「障害者区分」の選択が外れます。

配偶者合計所得が４8万円以下の場合、「控除対象配偶者」が「一般」か「老人」になり、「源泉控除対

象配偶者」、「同一生計配偶者」にチェックが入ります。

⑥一般、老人の判定

④⑤で「控除対象配偶者」が「一般」か「老人」となる場合、令和３年12月31日時点で70歳の配偶者は

「老人」となります。ただし、死亡した配偶者は死亡年月日時点の年齢で判断されます。

　　配偶者情報のフラグ操作を行わない特例措置

何らかの事情（前年以前に死亡している配偶者や、申告拒否などの理由）で配偶者控除の適用にしたくない

場合、「配偶者所得」が0円であることによって、自動で配偶者控除の対象になることを避けるため、

配偶者情報が以下の設定である場合に限り、③～⑥の設定変更は行わないように致します。

【条件】「控除対象配偶者」＝「対象外」　かつ　「配偶者特別控除」=チェック無し
当条件に該当する場合、自動で控除対象とならないためご注意ください。

扶養親族がいる

　夫と死別
　　or　夫の生死不明

合計所得が500万円以下

事実婚なし

生計を一にする子（扶養親族）がいる

婚姻していない 配偶者の生死不明

合計所得が500万円以下

事実婚なし

夫と離婚
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［３］よくある問合せの処理フロー

１．退職者の源泉徴収票の印刷（年末調整をしない場合）

必ず、前年の【年末調整完了】をご確認ください。 P.4-43参照

P.4-1参照

該当年：2021/1/1～2021/12/31」の日付をセット

※すでに実施している場合は不要。

※退職後の支給実績を含めない場合は、最終給与支給月を指定。

P.4-9参照

源泉徴収票に摘要や住宅借入金等特別控除を表示させない場合、

【教職員登録】画面下部の［所得税］ボタン、もしくは【教職員所得税】

画面の「源泉徴収票の摘要情報」「住宅借入金等特別控除」をクリア。

※退職処理後は入力不可のため、退職処理をクリア後手順に沿って実施。

P.4-7参照

年末調整計算結果には影響ないが、年末調整データチェックリストに

表示されるため、「保険料控除」「配偶者所得」「住宅借入金控除」を

クリア。

※退職処理後は入力不可のため、退職処理をクリア後手順に沿って実施。

P.4-4参照

該当の教職員を選択し、「休退職」ボタン押下

退職事由を選択し、退職日を入力

※【教職員所得税】画面が「年調計算：しない」に自動更新されます。

※「年末調整をする」場合、次頁参照。

P.4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

下図（年末調整計算の再実行）参照

P.4-21～22参照

該当の教職員を選択し、印刷対象を選択、「印刷」ボタン押下

※個人番号の出力も選択可

退職者の源泉徴収票の印刷について、ユーザーサイトに操作説明動画を公開しています。

年末調整計算の再実行 §［3.給与⇒ 5.年末調整 ⇒ 7.年末調整計算］

年末調整完了処理をしていない場合、『年調計算条件を最新にしますか？』というメッセージが

表示されます。

ａ）最新の年末調整情報（教職員情報を除く）を反映したくない場合　⇒　『いいえ』

ｂ）最新の年末調整情報（教職員情報を除く）を反映したい場合　　　⇒　『はい』

どちらの場合も、教職員情報（家族・住所など）は最新のデータが反映されます。

［１］年末調整条件セット

［２］教職員所得税

［４］教職員登録

［６］源泉徴収票印刷

［３］年末調整データ入力

［５］年末調整計算
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［３］よくある問合せの処理フロー

２．年の途中で退職者の年末調整を実施する場合

必ず、前年の【年末調整完了】をご確認ください。 P.4-43参照

P.4-1参照

該当年：2021/1/1～2021/12/31」の日付をセット

※すでに実施している場合は不要。

※退職後の支給実績を含めない場合は、最終給与月を指定。

P.4-9参照

源泉徴収票に摘要や住宅借入金等特別控除を表示させない場合、

【教職員登録】画面下部の［所得税］ボタン、もしくは【教職員所得税】

画面の「源泉徴収票の摘要情報」「住宅借入金等特別控除」をクリア。

※退職処理後は入力不可のため、退職処理をクリア後手順に沿って実施。

P.4-7参照

年末調整計算結果には影響ないが、年末調整データチェックリストに

表示されるため、「保険料控除」「配偶者所得」「住宅借入金控除」を

クリア。

※退職処理後は入力不可のため、退職処理をクリア後手順に沿って実施。

P.4-4参照

該当の教職員を選択し、「休退職」ボタン押下

退職事由を選択し、退職日を入力

P.4-9参照

【教職員登録】画面下部の［所得税］ボタン押下、

もしくは【教職員所得税】画面で「年調計算：する」に変更。

P4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

P.3-1（年末調整計算の再実行）参照

P.4-23～24参照

該当の教職員の支給額・控除額・過不足額を確認

※過不足額一覧表で過不足額（還付額/追徴額）を確認

P.4-21～22参照

該当の教職員を選択し、印刷対象を選択、「印刷」ボタン押下

※個人番号の出力も選択可

過不足額を給与台帳に反映 §［3.給与 ⇒ 2.給与計算 ⇒ 5.変動項目入力］

a)追徴の場合

「調整減算額」にプラス入力（または「調整加算額」にマイナス入力）

b)還付の場合

「調整加算額」にプラス入力（または「調整減算額」にマイナス入力）

12月の年末調整での注意点

・ 既に年末調整計算は終わっているため、年末調整計算時に計算対象外にする必要があります。

【年末調整計算】で計算対象者選択よりチェックを外してください。

・ 該当教職員の過不足額が残っているため、年末調整時の過不足額合算時に対象外にする必要があります。

【年末調整合算】で合算対象者選択よりチェックを外してください。

［７］源泉徴収簿印刷

［８］源泉徴収票印刷

［５］教職員所得税

［３］年末調整データ入力

［９］給与＞変動項目入力

［４］教職員登録

［２］教職員所得税

［１］年末調整条件セット

［６］年末調整計算
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［３］よくある問合せの処理フロー

３．年調別途支給（還付は別途支給・追徴は合算する場合）

【年末調整別途支給】は年調還付を給与・賞与とは別に支給し、年調追徴を給与（11月・12月・1月）、

12月賞与に合算して追徴します。 P.4-27～29参照

※年末調整計算・過不足額が確定後、以下の手順で実施。

事前に設定が必要

事前に設定が必要

合算方法：追徴する給与・賞与を選択、「還付金別途支給」にチェック、

支給日を入力し、［合算］ボタン押下

※「一律現金支給」にチェックをつけると、現金支給に変更可能

※年調別途支給（年調還付）の金額を確認

P.4-28参照

※給与・賞与に合算された年調追徴の金額を確認

［１］年末調整支給明細書レイアウト設定

［２］年調台帳レイアウト設定

［５］年調台帳印刷

［３］年末調整合算

［６］年末調整支給明細書印刷

［４］年調支給データ照会

［７］年調還付振込データ作成

［８］年調振込一覧表（個人別・集計）

［９］年調還付現金支給金種表

［１０］給与（賞与）台帳印刷
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［３］よくある問合せの処理フロー

４．年末調整計算のやり直し（過不足額合算前）

≪年末調整データ入力の訂正≫ ≪12月給与/賞与の訂正≫

P.4-5～12参照

該当の教職員を選択し、以下の該当箇所を変更 ※【年末調整計算】までに確定させる

年末調整完了前は、【教職員所得税】【教職員家族】【教職員住所】

でも変更可能。 P.4-43（完了前・後の関連性）参照

控除額を入力、変更

・給与支給内訳（前職分の電算外）

・保険料控除

・その他控除（住宅借入金控除）

源泉徴収票の摘要欄の変更

・前職の情報（会社名・住所・金額等）を直接摘要欄に入力

・住宅借入金等特別控除の情報（住宅区分・年末残高等）を入力

※配偶者や扶養情報は、家族情報（有効）にチェックが入っていれば

【家族情報】を変更することで反映される。

家族情報の変更

・配偶者情報の変更

・扶養情報の変更

退職情報の入力

住所の変更

P.4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

P.4-23～24参照

該当の教職員の支給額・控除額・過不足額を確認

※過不足額一覧表で過不足額（還付額/追徴額）を確認

P.4-21～22参照

該当の教職員を選択し、印刷対象を選択、「印刷」ボタン押下

※個人番号の出力も選択可

住所情報

［２］年末調整計算

［３］源泉徴収簿印刷

［４］源泉徴収票印刷

確定

［１-ｂ］給与/賞与計算

控除額 確定解除

所得税

家族情報

［１-ａ］年末調整データ入力

給与/賞与再計算

計算結果変更

休退職
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［３］よくある問合せの処理フロー

５．年末調整計算のやり直し（過不足額合算後）

P.4-1参照

P.4-27参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をした場合は、該当の支給区分を選択。

合算対象者選択で該当の教職員を選択して「合算取消」ボタン押下

年末調整完了処理後の場合、事前に年末調整完了解除が必要。

≪年末調整データ入力の訂正≫ ≪12月給与/賞与の訂正≫

P.4-5～12参照

該当の教職員を選択し、以下の該当箇所を変更 ※【年末調整計算】までに確定させる

年末調整完了前は、【教職員所得税】【教職員家族】【教職員住所】

でも変更可能。 P.4-43（完了前・後の関連性）参照

控除額を入力、変更

・給与支給内訳（前職分の電算外）

・保険料控除

・その他控除（住宅借入金控除）

源泉徴収票の摘要欄の変更

・前職の情報（会社名・住所・金額等）を直接摘要欄に入力

・住宅借入金等特別控除の情報（住宅区分・年末残高等）を入力

※配偶者や扶養情報は、家族情報（有効）にチェックが入っていれば

【家族情報】を変更することで反映される。

家族情報の変更

・配偶者、扶養情報の変更

P.4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

P.3-1（年末調整計算の再実行）参照

P.4-23～24参照

該当の教職員の支給額・控除額・過不足額を確認

※過不足額一覧表で過不足額（還付額/追徴額）を確認

P.4-21～22参照

該当の教職員を選択し、印刷対象を選択、「印刷」ボタン押下

※個人番号の出力も選択可

P.4-27～29参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をした場合は、該当の支給区分を選択。

合算対象者選択で該当の教職員を選択して「合算」ボタン押下

［１］バックアップ

［２］年末調整合算取消

［３-ａ］年末調整データ入力

確定

家族情報

計算結果変更

［４］年末調整計算

［５］源泉徴収簿印刷

［６］源泉徴収票印刷

［３-ｂ］給与/賞与計算

確定解除

［７］年末調整合算

控除額

所得税

給与/賞与再計算
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［３］よくある問合せの処理フロー

６．年末調整計算のやり直し（過不足額に影響がない場合）

過不足額に変更がない情報を反映する場合は、【年末調整合算】有無に関わらず、以下の手順で行います。

・住所変更

・家族情報の名前

・源泉徴収票の摘要欄（前職の情報、住居区分）

・本人氏名の訂正

P.4-5～12参照

該当の教職員を選択し、以下の該当箇所を変更

年末調整完了前は、【教職員所得税】【教職員家族】【教職員住所】でも変更可能。

P.4-43（完了前・後の関連性）参照

源泉徴収票の摘要欄の変更

・前職の情報（会社名・住所・金額等）を直接摘要欄に入力

・住宅借入金等特別控除の情報（住宅区分・年末残高等）を入力

住宅借入金等特別控除額の変更は、過不足額が変わるため

P.3-3、3-4、3-5参照

配偶者、扶養の名称変更

控除対象配偶者・扶養人数や障害者区分の変更は、過不足額が変わるため

P3-3、3-4、4-9～10参照

住所変更

休退職事由、日付の変更

年末調整の有無は P.3-1、3-2参照

P.4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

P.3-1（年末調整計算の再実行）参照

P.4-20参照

該当の教職員の過不足額（還付額/追徴額）が前回と変わりないことを確認

P.4-21～22参照

該当の教職員を選択し、印刷対象を選択、「印刷」ボタン押下

※個人番号の出力も選択可

≪本人氏名の訂正≫

源泉徴収票の本人氏名が間違っていた場合

教職員登録（必要があれば教職員振込）➡年末調整計算 ➡源泉徴収簿印刷 ➡源泉徴収票印刷

※ 人事システムご利用の場合、パラメータ『公的文書戸籍氏名出力＝戸籍氏名の場合、【基本情報登録２】の『戸籍氏名』を参照。

該当箇所を訂正（【基本情報登録２】『戸籍カナ』､【基本情報登録１】略称も見直し）､源泉徴収票印刷｡ ※年調計算不要

所得税

家族情報

住所変更

休退職

［３］過不足額一覧表印刷

［４］源泉徴収票印刷

［２］年末調整計算

［１］年末調整データ入力
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［３］よくある問合せの処理フロー

７．年末調整計算のやり直し（1月に過不足額を調整する場合）

過不足額を12月給与/賞与に合算済のため、1月給与に合算することはできません。

【年末調整合算取消】はしないでください。

以下に記載のない箇所の変更はできません。別途手計算および源泉徴収票等手書きでの対応となります。

必ず、【年末調整完了】を確認してください。

P.4-43参照

【年末調整完了】前、もしくは【年末調整完了解除】後に年末調整計算をすると、

1月給与計算時の扶養情報で再計算されるため、必ず【年末調整完了】を確認。

P.4-5～12参照

該当の教職員を選択し、以下の該当箇所を変更

控除額を入力、変更

・給与支給内訳（前職分の電算外）

・保険料控除

・その他控除（住宅借入金控除）

源泉徴収票の摘要欄の変更

・前職の情報（会社名・住所・金額等）を直接摘要欄に入力

・住宅借入金等特別控除の情報（住宅区分・年末残高等）を入力

※配偶者や扶養情報は、家族情報（有効）にチェックが入っていれば

【家族情報】を変更することで反映される。

家族情報の変更

・配偶者情報の変更

・扶養情報の変更

P.4-19参照

支給区分（全て）、「確認」ボタン押下

※支給区分毎に年末調整計算をする場合は、該当の支給区分を選択。

計算対象者選択で該当の教職員を選択して「計算」ボタン押下

P.3-1（年末調整計算の再実行）参照

P.4-23～24参照

該当の教職員の支給額・控除額・過不足額を確認

※過不足額一覧表で過不足額（還付額/追徴額）を確認

12月に出力した源泉徴収簿（過不足額一覧表）の過不足額との差額を

1月給与に反映 §［3.給与 ⇒ 2.給与計算 ⇒ 5.変動項目入力］

a)追徴の場合

「調整減算額」にプラス入力（または「調整加算額」にマイナス入力）

b)還付の場合

「調整加算額」にプラス入力（または「調整減算額」にマイナス入力）

調整加算額・調整減算額は、差引支給額を加減調整する項目であり、

その年の課税対象額（年末調整対象額）には含まれない。

［４］源泉徴収簿印刷

［５］給与＞変動項目入力

［６］給与一括計算

［１］年末調整完了

控除額

所得税

［２］年末調整データ入力

家族情報

［３］年末調整計算
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１．バックアップ
§[１．システム情報　⇒　３．バックアップ]　

年末調整処理を行う前に、必ずバックアップをお取りください。

2．年末調整条件セット
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１．年末調整条件セット]　

年末調整計算する期間を「調整対象期間」の対象年と期間を入力し、[確認]ボタンを
押下します。年の途中で導入した際は、本番開始月～年末調整対象年の12月31日を
指定してください。（テストで入力したデータが含まれないよう注意してください）
「支給累積情報」が表示されたら、[更新]ボタンを押下します。

『更新処理を行います。よろしいですか？』
のメッセージが出てきます。
『はい』を押下します。

前年に当システムで
年末調整を行った場合のみ

『前年の保険料控除をコピーしますか？』
のメッセージが出てきます。
『はい』又は『いいえ』を押下します。

『はい』を選択した場合、『年末調整データ入力』
の保険料控除の金額に昨年入力した金額が
初期値としてセットされます。

支給実績表示

条件を入力したら、
[更新]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

３．年末調整データ複写・初期化

必要に応じて処理を行います。

前年度年調データ複写とは・・・
前年度の年末調整データ入力の内容を複写できます。
(前年度と異なる個所のみ入力したい場合に使用)
複写対象：【年末調整データ入力】の項目⑨～⑱

 P.4-7参照

年調データ初期化とは・・・
既に入力した年末調整データを消去できます。
（入力した個所と入力していない箇所をはっきりさせたい場合

に使用）
消去対象：【年末調整データ入力】のすべての項目

 P.4-7参照

支給実績表示

年末調整完了が行われた場合、
「年調完了処理済」と表示されます。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

４．12月給与・賞与、1月給与処理

「12月給与処理」及び「12月賞与処理」「１月給与処理」は通常通り行い、金額を確認し
「確定処理」を行ってください。
※【年末調整データ入力】は、給与処理及び賞与処理と併行して入力することができます。

５．給与明細累計チェックリスト
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　６．給与明細累計チェックリスト]　

「給与支給額」「非課税金額」「既徴収所得税」「給与引き社保の金額」をそれぞれ確認します。
支払金額で、寡婦・寡夫の限度額等を確認し、教職員所得税の本人情報欄の訂正を行います。
1年間の支給額が間違いないか、「月例給与」や「賞与合計額」を確認する【賃金台帳】を出力し
比較すると便利です。

給与明細累計チェックリスト

MEMO

○○ ○○
○○
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

６．退職者の入力
§[３．給与　⇒　１．教職員管理　⇒　１．教職員登録]　

退職者は必ず「退職日」を入力してください。

【教職員登録】で「退職情報」を設定すると、【教職員所得税】が「年調計算＝しない」に自動で
変わります。
【教職員所得税】で「年調計算＝しない」になっていることを確認してください。

死亡退職の際は退職事由「死亡退職」を選択してください。【源泉徴収票】の死亡退職欄に「 * 」
が入ります。

死亡退職の場合、死亡日以降の給与は年末調整に含まないことがありますので、詳しくは税務署に
お問合せください。　　　　　よくあるお問い合わせ参照

この中より選択します。
内容は学校様により異なります。

「退職事由」は【給与コードマスタ】から追加・変更できます。
§[３．給与　⇒　７．給与各種設定　⇒　５．給与コードマスタ]　

７．年末調整各種申告書の内容チェック

教職員から提出された申告書に書き漏れや間違いがないかチェックします。

入力が完了したら、
[更新]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

８．年末調整データ入力
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　３．年末調整データ入力]　

教職員から提出された各種申告書を基に、「給与支給内訳（前職分の電算外）」「給与支給内訳
（移行・その他電算外）」「保険料控除（本年度中支払金額）」及び「その他控除」を入力します。
入力したデータの確認は年調データチェックリストで行ってください。  P.4-16参照

項目名

①給与支給額 給与と賞与の支給合計額を入力します。

※前職分の場合、「②非課税金額」を含まない「支給金額」を入力してください。

②非課税金額 非課税支給額（交通費/宿日直手当等）を入力します。

※前職分の場合、入力は必要ありません。

③既徴収所得税 既に徴収した所得税を入力します。

④給与引き社保 「共済掛金」「介護保険」「雇用保険」の総額を入力します。

⑤給与支給額 給与と賞与の支給合計額を入力します。

⑥非課税金額 非課税支給額（通勤費/宿日直手当等）を入力します。

⑦既徴収所得税 既に徴収した所得税を入力します。

⑧給与引き社保 「共済掛金」「介護保険」「雇用保険」の総額を入力します。

■給与支給内訳（前職分の電算外）　　（①～④）
前職分給与・他収入がある場合に入力します。 次ページ参照

■給与支給内訳（移行・その他電算外）　（⑤～⑧）
TOMAS給与システムを期中に導入した場合、導入した年の１月～利用開始前月までを集計して
入力します。

説明

①
②

④
③

⑤
⑥

⑧
⑦
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

■提出された前職の【源泉徴収票】との連動
以下の内容を【年末調整データ入力】より入力してください。
「①支払金額」は「②非課税金額」を含まないため、②の入力は必要ありません。

給与支給内訳（移行・その他電算外）の入力について

（１）非課税支給額を10,000円多く支払っており、現金で返してもらった場合

⑤　給与支給額： △10,000
⑥　非課税金額： △10,000

（２）課税支給額を10,000円多く支払っており、現金で返してもらった場合

⑤　給与支給額： △10,000
⑥　非課税金額：

MEMO

-

① ③

④
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

項目名

⑨[新]生命保険 1/1～12/31までに支払った新生命保険料を入力。

⑩[旧]生命保険 1/1～12/31までに支払った旧生命保険料を入力。

⑪介護医療保険 1/1～12/31までに支払った介護医療保険料を入力。

⑫[新]個人年金保険 1/1～12/31までに支払った新個人年金保険料を入力。

⑬[旧]個人年金保険 1/1～12/31までに支払った旧個人年金保険料を入力。

⑭地震保険料 1/1～12/31までに支払った地震保険料を入力。

⑮旧長期損害保険 1/1～12/31までに支払った旧長期損害保険料を入力。

※旧長期損害保険…平成18年12月31日以前に締結した長期損害保険契約

⑯個人申告社保 1/1～12/31までに支払った個人社会保険料を入力。

※「⑰（内国民年金保険料等）」を含む金額を入力してください。

⑰（内国民年金保険料等） 個人社会保険料の内、国民年金保険料と国民年金基金を入力。

⑱小規模企業共済 1/1～12/31までに支払った小規模企業共済等掛金を入力。

⑲配偶者所得 配偶者(特別)控除を受ける際、配偶者の合計所得金額を入力。

※配偶者が存在する場合、入力可能となります。

　本人の合計所得額と配偶者所得により控除額が確定します。

⑳非課税差額 非課税額の差額を入力。

（例）通勤手当を非課税10,000円支給したが、正しくは課税2,000円、非課税8,000円

だった場合、非課税差額に「-2,000円」と入力します。

㉑住宅借入金控除 【（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書】の「（特定増改築等）住宅

借入金等特別控除額（100円未満端数切捨て）」を入力。

㉒所得金額調整控除 両方にチェックが入っている（初期値の）場合、要件を自動判断し所得金額調整控除額を

計算します。適用有にしかチェックが入っていない場合、強制的に所得金額調整控除額を

計算します。(両方共チェックが入っていない場合、所得金額調整控除額は計算されません)

TOMAS支給金額の（課税支給額）には、年末調整データ入力（電算外）を含みます。

但し、「①合計所得金額」を入力されている場合は、その金額で判断します。

㉓基礎控除申告書提出の有無 初期値は「有」です。「無」にチェックを入れることで基礎控除額を計算しないように

することができます。

㉔合計所得金額 ※1 TOMASで管理している支払額以外の所得がある場合に使用します。

「TOMASで計算した支払額＋TOMASで管理している支払以外」を合計した金額を入力します。

この項目に金額を入力した場合、この金額が本人の合計所得金額となります。

㉕その他の所得金額 ※1 TOMASで管理している支払額以外の所得がある場合に使用します。

この項目に金額を入力した場合、この金額にTOMASの年調計算で算出した「給与所得控除

後の金額」を加えた金額が本人の合計所得金額となります。

※1…㉔、㉕の両方に金額がある場合、㉔が優先されます。どちらも未入力の場合、年調計算より算出された「給与所得控除後

の金額」が本人の合計所得金額となります。この金額と⑲配偶者所得を元に配偶者の控除額が確定します。

⑨～⑮、⑲について、誤って控除額を入力しないよう注意してください。

【控除申告書登録】の入力データは反映されません。

説明

⑮

⑯

⑰

⑩
⑨

⑪

⑱

⑭
⑬
⑫

P.4-９参照 入力が完了したら、[更新]ボタン
を押下してください。

⑲
⑳

㉑

㉔
㉕

㉒

㉓
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

⑨～⑬の新契約・旧契約
[新]…平成24年１月１日以後に締結した保険契約
[旧]…平成23年12月31日以前に締結した保険契約

㉒所得金額調整控除のチェック
メニューバーの「操作」—「所得金額調整控除一括設定」より、
一括でチェックの付け外しができます。

■提出された【保険料控除等申告書】との連動

■提出された【保険料控除等申告書】との連動

㉔、㉕はTOMASで管理しているデータ以外に所得がある場合のみ、年末調整データ入力へ
の金額登録を行ってください。㉔、㉕の両方を登録した場合、㉔が優先されます。
㉕のみ登録した場合、年調計算で算出された「給与所得控除後の金額」＋㉕が本人の合計所得
金額となります。

⑨
⑩

⑫

⑪

⑬

⑮

⑯

⑭

⑱

⑲㉔
㉕
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

９．年末調整データ入力（所得税）
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　３．年末調整データ入力[所得税]]　
§[３．給与　⇒　１．教職員管理　⇒　８．教職員所得税]　

項目名

①税表区分 該当する区分を選択。

※年末調整対象者は「対象外」を使用しないでください。

②年調計算 該当する区分を選択。

例１…年末調整計算をせず、【源泉徴収票】のみ印刷する場合は「しない」を選択。

例２…退職者で年末調整する場合は「する」を選択。

③本人情報 該当する区分にチェック。

※配偶者控除と併用する……控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、配偶者控除と寡婦または

ひとり親控除を併せて適用できます。

④提出者一覧表の役員情報 役員に該当する場合、チェック。

※「役員」に該当する条件で源泉徴収票提出者一覧表に表示されます。

⑤家族情報 家族情報を有効にする場合、チェック。

※家族情報を有効にした場合、【教職員家族】情報を参照します。

※家族情報を有効にした場合、⑥～⑧が非活性化されます。

　⑧の2～４行目は入力可能です。

⑥配偶者情報 配偶者が該当する区分を選択。

⑦扶養情報（配偶者を除く） 該当する項目に扶養親族（配偶者を除く）の人数を入力。

※控除対象扶養親族・・・・・・扶養者総数（配偶者及び年少扶養者を除く）

老人扶養親族

老人（年齢70歳以上　S2７.1.1以前に生まれた人）

同居老親等

障害者

特別障害者 扶養親族（年少扶養者を含む）のうち、障害がある人

同居特別障害者

特定扶養・・・・・・・・年齢19歳以上23歳未満（H1１.1.2～H1５.1.1の間に生まれた人）

年少扶養者・・・・・・・・年齢16歳未満（H1８.1.2以後に生まれた人）

説明

①

②

③

⑤

⑥

⑦

【家族情報】へ移動

④

入力が完了したら、
[更新]ボタンを
押下してください。

P.4-11参照

⑧

⑨
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

項目名

⑧源泉徴収票の摘要情報 「扶養親族名（条件あり）」「前職分給与内訳」「住宅借入金等特別控除」情報を入力。

※１行につき42文字まで入力できます。

　31文字以上登録した場合、【源泉徴収票】で文字サイズが小さくなります。

　摘要……「前職分給与内訳」、「徴収猶予税額」、「復興特別所得税の免除」等を入力。

（扶養親族に係わる情報は自動反映されます。）

住宅借入金等特別控除…

3件目以降の「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等

年末残高」を入力。（住宅借入金等特別控除適用数も更新してください。）

【eLTAX（エルタックス）】及び【e-Tax】を使用されている場合は、

毎年「年末残高」を更新してください。

⑨住宅借入金特別控除 「住宅区分」「居住開始日」「適用区分」「年末残高」「適用数」を入力。

以下参照

住宅借入金等特別控除が3件以上ある場合は、摘要欄に「居住開始年月日」、
「住宅借入金等特別控除区分」及び「住宅借入金等年末残高」を摘要情報に記載してください。

住宅借入金等特別控除の行数と住宅借入金特別控除適用数の件数が一致しない場合、
下記の警告メッセージが表示されますが、問題ございません。
「はい」を押下し更新してください。

住宅借入金等特別控除区分：適用区分について
教職員から提出された「住宅借入金等特別控除申告書」の右下のカッコ書きを確認し、
該当する適用区分を選択してください。

※特定取得に該当する場合は下記の（認定取得）、特別特定取得に該当する場合は下記の（特特）
　と記載がある区分を選択してください。

一般住宅 一般住宅（特定取得） 一般住宅（特特）
認定住宅 認定住宅（特定取得） 認定住宅（特特）
特定増改築 特定増改築（特定取得） 特定増改築（特特）
被災者家屋 被災者家屋（特定取得） 被災者家屋（特特）

国税庁『令和３年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』参照

以下は、教職員所得税の画面と源泉徴収票との関連を示したものです。

源泉徴収票

住
認
増
震

住宅借入金等
特別控除区分

住（特）
認（特）
増（特）
震（特）

住宅借入金等
特別控除区分

説明

適用区分 適用区分
住宅借入金等
特別控除区分

住（特特）
認（特特）
増（特特）
震（特特）

適用区分

①

②

③

①

②

③
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１）摘要欄に反映
以下の処理を教職員毎に行ってください。

⑤家族情報
（１）「家族情報（有効）」にチェックを付けます。
（２）[更新]ボタンを押下します。

摘要欄に記載する家族が存在しない場合、チェックを外すことで
全ての行の摘要欄を使用することができます。
家族名称を手入力した場合、源泉徴収票にマイナンバーを出力できませんので、
ご注意ください。

控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合に、
扶養親族の氏名が摘要欄に反映されます。
この際、以下の条件に該当する場合、氏名の後ろに各文言が付加されます。
・16歳未満の扶養親族：氏名の後に「（年少）」
・非居住者の扶養親族：氏名の後に「（非居住者）」
また、控除対象配偶者が「対象外」かつ「同一生計配偶者」かつ
「障害者(特別障害者、同居特別障害者含む)」に該当する配偶者がいる場合、
氏名の後に「（同配）」が付加されます。
所得金額調整控除対象の場合は氏名の後に「（調整）」が付加されます。

教職員住所の住所区分について

【教職員住所】では、引越や単身赴任など複数の住所を管理することができます。
源泉徴収票・給与支払報告書（総括表）は、住所区分：（年調）源泉徴収提出先を参照します。
【教職員住所】または【年末調整データ入力（住所情報）】より確認・変更してください。
住所を変更した場合、【年末調整計算】を実行してください。

取込みが完了したら、
[更新]ボタンを押下します。

チェックを入れると、【教職員家族】で登録した
内容が「配偶者情報」「扶養情報」
「源泉徴収票の摘要情報（扶養氏名等）」に
自動でセットされます。

【eLTAX（エルタックス）】及び
【e-Tax】を使用されている場合、摘要
欄１行目から４行目までの文字の合計が
全角６５(半角130)文字を超える場合、
オーバー分の文字列がカットされますの
で、ご注意ください。

【住所情報】へ移動
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

配偶者控除の判断について

同一生計配偶者

TOMAS【教職員家族】の同一生計配偶者にチェック

★ 配偶者が、同一生計配偶者　かつ　障害者で、本人の合計所得が1000万円超

TOMAS【教職員家族】の同一生計配偶者にチェック

一般障害・特別障害は+1。　同居特別障害は+2。

　⇒【扶養控除等申告書】のC：障害者の同一生計配偶者欄に『1』記入

【源泉徴収票】の摘要欄に　『山口　花子（同配）』などと記載される。手引9ﾍﾟｰｼﾞ㉘（2）

控除対象配偶者（一般／老人）

TOMAS【教職員家族】の控除対象配偶者＝一般 or  老人を選択、同一生計配偶者にチェック

一般障害・特別障害は+1。　同居特別障害は+2。

　⇒【扶養控除等申告書】のC：障害者の同一生計配偶者欄に『1』記入

【配偶者控除等申告書】に記入（配偶者控除を受ける）

【源泉徴収票】の『（源泉・特別）控除対象配偶者』に記載される。手引8ﾍﾟｰｼﾞ⑳

【源泉徴収票】の『（源泉）控除対象配偶者の有無等』の『有』に〇が記載される。手引5ﾍﾟｰｼﾞ⑦

源泉控除対象配偶者

TOMAS【教職員家族】の源泉控除対象配偶者にチェック

扶養人数　+1。

　⇒【扶養控除等申告書】のA：源泉控除対象配偶者に記入

一般障害・特別障害は+1。　同居特別障害は+2。

　⇒　【扶養控除等申告書】のC：障害者の同一生計配偶者欄に『1』記入

　※但し、障害者としてカウントできるのは、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合のみ。

【配偶者控除等申告書】に記入（配偶者控除 or 配偶者特別控除を受ける）

配偶者特別控除の対象者

TOMAS【教職員家族】の配偶者特別控除にチェック

【配偶者控除等申告書】に記入（配偶者特別控除を受ける）

【源泉徴収票】の『（源泉・特別）控除対象配偶者』に記載される。手引8ﾍﾟｰｼﾞ⑳

★

D

1000万円超

C

950万円超

1000万円以下

B

900万円超

950万円以下

配偶者
控除

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
　
※
2

配偶者
特別控除

A

900万円以下

133万円超

133万円以下

95万円超

95万円以下

⑤

④

③ 48万円超

①
②

48万円以下

給与所得者（本人）の合計所得金額　※1
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１０．年末調整データ入力（一覧入力）
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　４．年末調整データ一覧入力]　

教職員から提出された各種申告書を基に、給与支給内訳や保険料控除額を一覧入力します。
入力したデータは、年調データチェックリストでご確認ください。  P.4-16参照

[新規保存]を押下すると…
レイアウトに名称をつけて
保存することができます。

項目をダブルクリックすると
選択項目に追加されます。

一覧で金額を
入力できます。

選択項目の並び順を
変更できます。

入力が完了したら、
[更新]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１１．年末調整データ入力（データインポート）

教職員から提出された各種申告書を基にCSVファイルを作成し、「給与支給内訳」や
「保険料控除額」をデータインポートします。

【 STEP１･･･データインポート定義登録】
§[３．給与　⇒　９．データ交換　⇒　１．インポート定義]　

インポートする項目を定義（パターン）に登録します。

任意の名称を登録します。

「年調データ」を選択します。

文字列引用符と区切り文字
CSV形式でインポートしますので、

下記の初期値のまま登録してください。
・文字列引用符…ダブル
・区切り文字……カンマ

項目をダブルクリック

すると選択項目に
追加されます。

入力が完了したら、
[追加]ボタンを
押下してください。

項目選択が完了したら、
[OK]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

【 STEP２･･･データインポート】
§[３．給与　⇒　９．データ交換　⇒　２．データインポート]　

CSV形式で作成したデータをインポートします。

事前にバックアップをお取りください。 §[１．システム情報　⇒　３．バックアップ]

エラーがある場合は、エラー内容が表示されます。
内容を確認後、CSVファイルを変更し、再度データインポートを行ってください。

住宅区分、適用区分のコードは以下を参照ください。
01 新築等 01 一般住宅
02 増改築等 02 認定住宅

03 特定増改築
04 被災者家屋
05 一般住宅（特定取得）
06 認定住宅（特定取得）
07 特定増改築（特定取得）
08 被災者家屋（特定取得）
09 一般住宅（特特）
10 認定住宅（特特）
11 特定増改築（特特）
12 被災者家屋（特特）

住宅区分

適用区分

STEP1にて登録した定義
（パターン） を選択します。

取込むCSVファイルの1行目が
項目名になっている場合、
チェックをつけてください。

設定が完了したら、
[取込／更新]ボタンを
押下してください。

取込むCSVファイルを
選択してください。

支給対象を選択したら、
[OK]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１２．年末調整データチェックリスト
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　５．年末調整データチェックリスト]　

【年末調整データ入力】と【教職員所得税】で入力した内容（電算外や控除額、扶養人数など）を
確認します。【年末調整データ入力】で入力した金額が印刷されます。

年末調整データチェックリスト

本人の合計所得が 1,000万円以下
かつ
配偶者の合計所得が 133万円以下
の場合は、
【教職員家族】画面で、配偶者が
以下のいずれかの設定になっているこ
とをご確認ください。

『控除対象配偶者』＝一般または老人
または
『配偶者特別控除』にチェック

上記の設定になっていない場合は、
配偶者控除・配偶者特別控除の対象外
にりますのでご注意ください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１３．源泉徴収票支払者設定
§[３．給与　⇒　７．給与各種設定　⇒　１２．源泉徴収票支払者設定]　

【源泉徴収票】の支払者の内容を学校毎に変更することができます。
（【控除申告書印刷、給与支払報告書(総括表)も下記設定の対象となります】）
変更する場合、以下の登録を行ってください。

１）パラメータ設定 §[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]　
『支払者番号複数設定』を「使用する」に設定し、[更新]ボタンを押下します。

２）【源泉徴収票支払者設定】に支払者情報を学校毎に登録します。
その後、【年末調整計算】を実行してください。

【源泉徴収票】

項目名

①登録データ 支払者情報を入力。（任意の番号で可）

※【源泉徴収票】には「支払者名称」「住所１」「住所２」「電話番号」が出力されます。

②学校設定 ①で入力した内容を出力する学校にチェック。

※複数の学校を指定することも可能です。

説明

①

②

入力が完了したら、
[OK]ボタンを
押下してください。

追加が完了したら、
[更新]ボタンを
押下してください。

支払者番号は任意の番号
を設定してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

MEMO
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１４．年末調整計算
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　７．年末調整計算]

【年末調整計算】の前に、給与や賞与の確定処理を行ってください。
確定前に【年末調整計算】を実行し、その後、給与や賞与を訂正した場合は、再度【年末調整計算】を
実行する必要があります。
【年末調整計算】は、給与・賞与・年末調整データ・教職員所得税情報を基に「源泉徴収税額」
「過不足額」を自動計算します。

項目名

①支給区分 「全て」または「月例支給区分」ごとに計算対象を指定。

②計算対象者選択 計算対象者を選択（税表区分＝乙の教職員もチェックをつける）。

※計算しない教職員はチェックを外してください。

③支給累計情報（未確定分） 確定処理を行っていない給与・賞与を表示。

最終年末調整計算までには、必ず確定処理を行ってください。

④年調完了 年末調整処理（過不足額の合算まで）がすべて完了したら、押下。

②の「ステータス」が「未計算」の教職員が存在する場合、年末調整完了処理が

できません。

年末調整完了　 P.4-43参照

２回目以降の【年末調整計算】処理を行う場合、以下のメッセージが表示されます。
『年調計算条件を最新にしますか？いいえを選択すれば前回の条件で再計算します。』
※年調年（年調完了するまで）は、常に『はい』で年末調整計算を実行してください。

⇒『はい』 現在のマスタを参照して年末調整計算を行います。
⇒『いいえ』 前回計算した時のマスタを参照して年末調整計算を行います。

■エラーメッセージが表示された場合
『年末調整計算処理が警告で終了しました。』というメッセージが表示された場合、[OK]ボタンを
押下し、内容を確認してください。

年末調整計算ではプログラムで自動判断を行い、配偶者情報の見直しを行います。
プログラムで自動判断する項目　P.2-2参照

本人の合計所得が　1,000万円以下　かつ　配偶者の合計所得が　133万円以下　の場合は、
【教職員家族】画面で、配偶者が以下のいずれかの設定になっていることをご確認ください。
『控除対象配偶者』 ＝ 一般または老人　または　『配偶者特別控除』にチェック
上記の設定になっていない場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になりますので
ご注意ください。

説明

①

② ③

年末調整完了が行われた場合、
「年調完了処理済」と表示されます。

[確認]ボタンを押下すると、
対象者一覧が表示されます。

計算対象チェックを

[全選択][全解除]する
ことができます。

ステータスの表記
「税表区分」が「甲」の場合

⇒処理日が表示されます。
「税表区分」が「乙/対象外」、
「甲/退職者で年調しない」の場合

⇒「対象外」と表示されます。
未計算の場合

⇒「未計算」と表示されます。

④
設定が完了したら、

[計算]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１５．給与明細累計チェックリスト
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　６．給与明細累計チェックリスト]

【給与明細累計チェックリスト】を再出力します。（電算外入力した場合のみで構いません。）
【年末調整データ入力】にて電算外入力したものがプラスされています。

給与明細累計チェックリスト

１６．源泉徴収票チェックリスト
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　

⇒　３．源泉徴収票チェックリスト]

【源泉徴収票チェックリスト】にて、年調計算された結果が正しいか確認（検算）してください。
間違っていた場合、年末調整データを訂正し、再度【年末調整計算】を行ってください。

源泉徴収票チェックリスト

本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額を元に配偶者控除の判定結果が表示されます。

本人の合計所得金額： 900万円以下（A）、900万円超950万円以下（B）、950万円超1,000万円以下（C）

配偶者の合計所得金額： 48万円以下かつ年齢70歳以上①、48万円以下かつ年齢70歳未満②

 48万円超95万円以下③、95万円超133万円以下④

本人の合計所得金額は基礎控除額の判定に使用しています。

本人の合計所得金額 基礎控除額

２,４００万円以下 ４８万円

２,４００万円超 ～ ２,４５０万円以下 ３２万円

２,４５０万円超 ～ ２,５００万円以下 １６万円

１７．過不足額一覧表
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　８．過不足額一覧表]

「年税額」「差引税額」「徴収税額」「還付額」「追徴額」を個人毎に一覧表印刷します。

過不足額一覧表

○○年１月１日～○○年１２月３１日 ○○

○
○○

○○
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１８．源泉徴収票
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　⇒　２．源泉徴収票]

【源泉徴収票及び給与支払報告書】は国税庁及び総務省の様式に従った形式になっています。
「税務署提出用1枚、受給者交付用1枚」、「市区町村提出用2枚」がＡ4用紙に印刷されます。

項目名 説明

①用紙選択 印刷する用紙を選択。

白紙……………………… 白紙にフォーム（枠）と内容を印刷します。

日本法令の用紙に印刷… 日本法令用紙に内容のみ差し込み印刷します。

フォームのみ印刷……… 白紙にフォーム（枠）のみ印刷します。

②役職名 【源泉徴収票】の「役職名」に出力する内容（印刷しない/役職/職名/職位/職掌）を選択。

③整理番号 「税務署番号」「整理番号」を入力。

※【源泉徴収票（税務署提出用）】に「署番号」と「整理番号」を表示することができます。

　変更をした際は[保存]ボタンを押下してください。保存は端末ごとに行います。

④退職日付以降の支給対象者 退職日以降の支給対象者を含めるか否かを選択。

（前年の12月退職で今年の1月まで支給の場合）

含める………退職後に支給が発生している教職員の内容を出力します。

含めない………退職後に支給が発生していても、退職者は出力しない。

※通常はこちらを使用してください。

⑤支給額/税額ゼロ円対象者 「支給額」「税額」がゼロ円の対象者を含めるか否かを選択。

含める…………支給額/税額がゼロ円であっても内容を出力します。

含めない………支給額/税額がゼロ円であった場合、内容を出力しません。

※通常はこちらを使用してください。

⑥印刷対象 印刷方法を選択。

税務署＋受給者→市区町村用…税務署及び受給者用のプレビューが表示され、

プレビューを閉じると、続けて市区町村用のプレビューが表示されます。

税務署＋受給者用…税務署及び受給者用のプレビューが表示されます。

受給者交付用のみ…受給者用レイアウトで１枚に２名分が表示されます。※1

税務署提出用のみ…税務署用レイアウトで１枚に２名分が表示されます。※1

市区町村提出用のみ…市区町村用レイアウトで１枚に1名分が２枚表示されます。※１、※２

※１…「1ページに1人のみ印刷」にチェックすると1枚に1名分の表示となります。

※２…「1ページに２人印刷」にチェックすると1枚に２名分の表示となります。

⑦受給者生年月日 受給者の「生年月日」を出力するか否かを選択。

出力する……【教職員登録】の「生年月日」を出力します。

※通常はこちらを使用してください。

出力しない……「生年月日」を出力しません。

⑧自治体毎に出力 自治体毎に出力する場合、チェック。

⑨個人番号 個人番号の出力有無を選択

次ページ参照

⑩出力順 出力順を選択。パラメータ設定の「源泉徴収出力順」の値と連動しています。

１－３ページ参照

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

「用紙選択」で「日本法令の用紙に印刷」を
選択し印刷した場合、用紙からはみ出てしまう
場合があります。その際「余白設定」で縦・横の
位置を調整して印刷位置を用紙に合わせてください。
※設定の保存は端末ごとに行います。

条件を設定したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。

⑨

⑩
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

個人番号を印刷するにはマイナンバーを使用できる権限が必要です。
個人番号の選択条件が画面に表示されない場合、マイナンバーを使用できる権限がありません。

[個人番号の選択条件が画面に表示される条件]
・現在、給与システムにログオンしているオペレータIDと同じオペレータIDが

マイナンバーシステムに登録されていること。
・上記オペレータIDがマイナンバーシステムのオペレータ登録画面で「使用」状態であること。

・上記オペレータIDでマイナンバーシステムにログオンしており「パスワード」の登録が
完了していること。

・上記オペレータIDがマイナンバーシステム側で個人番号入力の「更新」もしくは「参照」
権限があること。

以上の条件を満たすことで、個人番号の選択条件が画面に出力されます。

個人番号を「印刷する」を選択した場合、パスワード入力画面が表示されます。
パスワードはマイナンバーシステム側に登録しているパスワードを入力してください。

源泉徴収票(以下は受給者交付用のイメージです。)

各帳票と必要な個人番号の種類

・税務署用……本人、控除対象配偶者、
控除対象扶養親族

・市区町村用…本人、控除対象配偶者、
控除対象扶養親族、

16歳未満の扶養親族

・受給者用……出力されません

基礎控除額が48万円の場合、
省略されます。
４８万円を出力したい場合、
パラメータ設定で切り替えができます。

§［１．システム情報　⇒
２．パラメータ設定（給与設定タブ）]
『基礎控除額48万円出力の切り替え』

より指定できます。

住所欄に都道府県名を表記する場合は、【パラメータ設定】より「源泉徴収票都道府県出力」を
「出力する」に設定してください。

§[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]　
種別は、職員区分ごとに設定しています。給与コードマスタより確認してください。
職員区分の源泉徴収票種別を変更した場合、【年末調整計算】が必要です。

§[３．給与　⇒　7．給与各種設定　⇒　5．給与コードマスタ（職員区分）]　
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

１９．源泉徴収簿
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　⇒　１．源泉徴収簿]

【源泉徴収簿】は集計処理を行うため、処理時間を要します。
教職員の人数が多い場合は、「条件設定」で限定（所属限定等）して出力してください。

項目名

①役職名 【源泉徴収簿】の「役職名」に出力する内容（印刷しない/役職/職名/職位/職掌）を選択。

②退職日付以降の支給対象者 退職日付以降の支給対象者を含めるか否かを選択。

含める………退職後に支給が発生している教職員の内容を出力します。

含めない………退職後に支給が発生していても、退職者は出力しない。

※通常はこちらを使用してください。

③支給額ゼロ円対象者 「支給額」がゼロ円の対象者を含めるか否かを選択。

含める…………支給額/税額がゼロ円であっても内容を出力します。

※通常はこちらを使用してください。

含めない………支給額/税額がゼロ円であった場合、内容を出力しません。

④出力順 出力順を選択。パラメータ設定の「源泉徴収出力順」の値と連動しています。

１－３ページ参照

【源泉徴収簿】の「給与・手当等」「賞与等」の扶養親族数を「税制上の見なし人数」で
  出力できます。 変更する場合、以下の処理を行ってください。

１）パラメータ設定 §[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]　
『源泉徴収簿扶養人数設定』を「税制上の見なし人数」に変更し、[更新]ボタンを押下します。

２）【源泉徴収簿】画面の[印刷]ボタンを押下します。

【源泉徴収簿】の「年調還付」「年調追徴」の表記

『年調還付』の場合、『差引超過額』と表示されます。

『年調追徴』の場合、『差引不足額』と表示されます。

説明

①

②

③

設定が完了したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。

④
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

住所欄に都道府県名を表記する場合は、【パラメータ設定】より「源泉徴収票都道府県出力」を
「出力する」に設定してください。

§[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]　

源泉徴収簿

MEMO
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

源泉徴収票チェックリストと源泉徴収簿の対比

源泉徴収票チェックリストは源泉徴収票の記載内容を教職員毎に一覧形式にしたものです。
各項目が源泉徴収簿のどの項目と一致しているのか対比してみました。

＜源泉徴収票チェックリスト＞

以下、項目ごとに記載します。

◇C-③ 本人合計所得金額により区分Ⅰ（A、B、C）
※本人合計所得金額は給与所得以外の所得も含まれます。

支払金額（除非課税）と相違した場合は、
【年末調整データ入力】の「本人の合計所得金額」をご確認ください。

配偶者の合計所得金額より区分Ⅱ（①②③④）
※【年末調整データ入力】の「配偶者所得」より算出。

 (7)  (22)  (23★)

 (11)  (10)

 (20)  (12)  (14)

 (21)  (13)  (19)

 (25)  (8)  (26)

 (24)

 (15)  (17)

 (16)  (18)

⑨ ⑫

⑩ ⑬

⑪ ⑮

⑲ 【年末調整データ入力】の内容
P.4-7参照

＜源泉徴収簿＞

★（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の源泉徴収票への表示について

(22)＜(23)の場合、住宅借入金等特別控除の額に(22)が反映、住宅借入金等特別控除可能額に(23)が反映。
(22)≧(23)の場合、住宅借入金等特別控除の額に(23)が反映、住宅借入金等特別控除可能額は空欄。

⑲

⑬

⑰

⑮

★
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

MEMO
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

２０．年末調整合算
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　９．年末調整合算]

過不足額を12月給与・賞与、1月給与へ合算します。還付金別途支給の場合もこの処理を行います。

事前にバックアップをお取りください。 §[１．システム情報　⇒　３．バックアップ]　

項目名

①支給区分 「全て」または「月例支給区分」ごとに合算対象を指定。

※「月例支給区分」は確定処理済みの支給区分に限ります。

②合算方法 過不足額を合算する支給（11月給与合算/12月給与合算/12月賞与合算/1月給与合算）

を選択。

※還付金を別途支給する場合、「還付金別途支給」にチェックを入れ「支給日」を入力

　してください。

※還付金別途支給は「還付」は現金又は振込みにて別途支給ですが、「追徴」は

　11月給与・12月給与・賞与、1月給与に合算して追徴処理を行います。

追徴の別途支給はできません。

※還付金を一律現金で別途支給する場合は、「一律現金支給」にチェックを入れてください。

③合算対象者選択 合算対象者を選択。

※合算しない教職員はチェックを外してください。

④合算情報 支給区分毎に合算の状態を表示します。

※全ての教職員が合算済の場合、「合算済」欄に「済」と表示され、未合算の教職員がいる

　場合、「一部済」と表示されます。

⑤合算先情報 支給区分毎に合算先の状態を表示します。

※「確定済」欄に「済」が表示されていない場合、【給与（賞与）一括計算】の確定処理を
　行ってください。

■合算取消
還付金・追徴金の間違い等で再度合算を行う場合、[合算取消]を行ってから合算処理を行って
ください。[合算]処理は[合算取消]を行うことで何度でも実行できます。

一部の教職員のみ取消す場合、「合算対象者選択」で対象者をチェックして[合算取消]を行って
ください。

年末調整完了処理後に再度合算を行う場合、事前に年末調整完了解除を行ってください。
 P.4-44参照

１月に合算処理を行う場合は、よくあるお問い合わせ(P.4-47)をご参照ください。

説明

①

②

③

④

⑤

年末調整完了が行われた場合、
「年調完了処理済」と表示されます。

合算対象チェックを

[全選択][全解除]する
ことができます。

設定が完了したら、
[合算]ボタンを
押下してください。

過不足額が０円の教職員は
表示されません。

ステータスの表記
合算を行っていない場合
⇒「未合算」と表示されます。
合算を行っている場合
⇒処理日が表示されます。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

２１．給与（賞与）帳票印刷
§[３．給与　⇒　２．給与計算　⇒　１０．給与帳票]
§[３．給与　⇒　3．賞与計算　⇒　９．賞与帳票]

【給与（賞与）台帳】【支給明細書】【振込依頼書（振込データ作成）】など合算後の給与又は
賞与の帳票を印刷します。

【給与（賞与）台帳】に「年調還付」「年調追徴」が表示されていない場合、【給与（賞与）
台帳レイアウト設定】を確認してください。

§[３．給与　⇒　２．給与計算　⇒　１０．給与帳票　⇒　２．給与台帳レイアウト設定]
§[３．給与　⇒　３．賞与計算　⇒　９．賞与帳票　⇒　２．賞与台帳レイアウト設定]

■調整後差引支とは
「調整加算額」「調整減算額」「年調還付」「年調追徴」を含めた支給額です。

「差引支給額」は「調整加算額」「調整減算額」「年調還付」「年調追徴」の金額を含みません。

「年調還付」「年調追徴」
「調整後差引支」が設定されて
いるか確認してください。

設定が完了したら、
[更新]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

２２．年末調整別途支給
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１０．年末調整別途支給]

【年末調整別途支給】は年調還付となる教職員のみ出力されます。
年調追徴の場合、11月給与・12月給与・12月賞与・1月給与に合算して追徴処理が行われます。

【年末調整合算】処理が必要です。  P.4-27参照

①支給明細書関連
§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　５．年調支給明細書レイアウト設定]

年末調整別途支給を行う際は、【年調支給明細書レイアウト設定】を行ってください。

①「支給区分」は「年調還付別途」を選択します。
②「支給明細書タイトル」を入力し、[更新]ボタンを押下します。

支給・控除・勤怠状況は設定する必要はありません。

§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　４．年末調整支給明細書印刷]
【年末調整別途支給明細書】を印刷します。

§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　１．年調支給データ照会]
年末調整別途支給の支給データを照会します。

②振込関連
§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　６．年調還付振込データ作成]

年末調整別途支給を振込みする場合の年調還付振込データを作成します。
§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　７．年調振込一覧表（個人別・集計）]

年末調整別途支給を振込みする場合の【年調還付振込一覧表】を印刷します。

③金種表
§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　８．年調還付現金支給金種表]

年末調整別途支給を現金支給する場合の【年調還付現金支給金種表】を印刷します。

④年末調整台帳関連
§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　３．年調台帳レイアウト設定]

年末調整別途支給の支給台帳のレイアウトを作成します。
合計タブの「年調還付」を指定してください。

§[３　⇒　５　⇒　１０　⇒　２．年調台帳印刷]
年末調整別途支給の支給台帳を印刷します。

項目を設定せずに、
[更新]ボタンを
押下してください。
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

２３．賃金台帳
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　⇒　５．賃金台帳]

【賃金台帳】は集計処理を行うため、処理時間を要します。
教職員の人数が多い場合は、「条件設定」で限定（所属、教職員限定等）して出力してください。

項目名

①出力対象 出力対象（対象年度/対象期間）を選択。

対象年度……対象年度（4月～翌年3月）で出力します。

対象期間……開始月～終了月で出力します。但し、1年分以上の出力はできません。

②基準月指定 基準月（実支給日基準/支給対象月基準）を選択。

※【給与（賞与）準備処理】にて登録した「支給日」「対象月」のどちらを基準月とするかを

　選択します。

「支給日」と「対象月」が異なる月の場合、出力内容が異なります。 次ページ参照

③電算外金額を出力する 電算外金額を出力する場合、チェック。

※チェックを外すと合計欄（右下）の電算外金額が出力されなくなります。

①が年を跨いでいる場合、何年の「電算外金額」を出力するかを設定する必要があります。

（例）対象年度：令和３年（R02/4～R03/3）の場合

「令和３年」の電算外金額を出力するか、「令和４年」の電算外金額を

出力するかを選択します。

④条件設定 教職員の限定条件を設定。

※「教職員限定」を選択し[条件設定]ボタンを押下した場合

【教職員抽出条件設定】が開き、教職員の条件を設定できます。

※「所属限定」を選択し[条件設定]ボタンを押下した場合

　【所属ガイダンス】が開き、所属の条件を設定できます。

⑤集計単位/個人ソート順 集計単位と個人ソート順を選択。

※【帳票並び順設定】から出力順を設定することができます。

＜マスタメンテ　⇒　帳票並び順設定＞

⑥支給計/控除計/差引支給額 支給計/控除計/差引支給額の取得方法を選択。

レイアウト項目から算出……台帳レイアウトに設定している項目を集計する為、実支給額と

異なることがあります。

支給実績データから取得……レイアウト項目に関わらず、実績の合計額を取得します。

⑦出力対象 出力対象を選択。

※出力するデータを限定することができます。

説明

②
①

③

④

⑤

⑥

⑦

台帳が1件も表示されていない場合…
【賃金台帳レイアウト設定】を行って
ください。

§[３ ⇒ ５ ⇒ １１
⇒ ６．賃金台帳レイアウト設定]

賃金台帳レイアウトに「調整後差引支」
「年調還付」「年調追徴」が設定されて
いるかご確認ください。
指定方法は P.4-28参照

⑧

条件を入力したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。

⑨ ⑩

3
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

項目名

⑧支給ゼロ円印刷 支給ゼロ円の対応を選択。

支給控除ゼロ円以外のみ………支給控除額が0円以外の支給対象者を印刷します。

※通常はこちらを使用してください。

支給対象者をすべて印刷……支給対象者をすべて印刷します。

全て印刷する…………………すべての教職員を印刷します。

※多数の教職員が対象となる為、④で教職員を絞り込んでから

　実行してください。

⑨ファイル出力 CSVファイルを出力。

⑩Excel出力 Excelファイルを出力。

■基準月指定
【給与（賞与）準備処理】で設定している「支給日」の月、または「対象月」を基準月に
指定します。

例１……「実支給日基準」を選択して印刷した場合（11月に金額表示）
例２……「支給対象月基準」を選択して印刷した場合（10月に金額表示）

賃金台帳

説明

←実支給日

←対象月

○○ ○○ ○○
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 [４] 年末調整の処理（詳細）

２４．給与合計表
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　⇒　９．給与合計表]

【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】に転記するための資料として、「支給実人員数」
「支払金額」「源泉税額」を集計します。年末調整計算後に印刷してください。

項目名

①退職日付以降の支給対象者 退職日付以降の支給対象者を含めるか否かを選択。

含める………退職後に支給が発生している教職員の内容を出力します。

含めない……退職後に支給が発生していても、その教職員の内容は出力しません。

※通常はこちらを使用してください。

②出力単位 出力単位（総計/個人別）を選択。

総計…………対象年で集計した「支給実人員数」「総支給額」「支払金額（除非課税）」

「社会保険」「所得税」を出力します。

※通常はこちらを使用してください。

個人別………個人別に「支給実人員数」「総支給額」「支払金額（除非課税）」「社会保険」

「所得税」を出力します。

説明

①

②

条件を入力したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。
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■【給与合計表】と【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】の関係
【給与合計表】の内容を【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】に転記できます。
転記する際、下記の注意点に気をつけてください。

【給与合計表】

①その年中の支払総額／実人員
総支給額が１円以上の人数を集計しています。

②その年中の支払総額／源泉なし
源泉徴収票の支払金額が1円以上あり、源泉徴収税額がゼロ円の人数を集計しています。
ただし、全額非課税で源泉徴収税額がゼロ円の方は含みます。

③その年中の支払総額（前職分を除いた金額）／支払金額（除非課税）
電算外金額（前職分を除く）が含まれています。

④その年中の支払総額（前職分を除いた金額）／源泉税
電算外金額（前職分を除く）が含まれています。

⑤うち源泉徴収票を提出するもの／実人員
源泉徴収票を提出する人員を集計しています。

⑥うち源泉徴収票を提出するもの／支払金額（除非課税）
電算外金額（前職分、移行・その他を含む）が含まれています。

⑦うち源泉徴収票を提出するもの／源泉税
電算外金額（前職分、移行・その他を含む）が含まれています。

【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】

給与合計表

① ④② ③

⑤ ⑥ ⑦

①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

○○
○

年調完了を行ったら、
「年末調整完了済」と表示。

○○
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２５．源泉徴収票提出者一覧表
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　⇒　８．源泉徴収票提出者一覧表]

【給与支払報告書】を税務署に提出する必要がある教職員を印刷します。

提出者は下記の条件で選択されます
（１）給与等の金額が500万円を超えるもの（退職者で「年調する」教職員を含む）
（２）税表区分が乙で、給与等の金額が50万円を超えるもの
（３）その年に退職した者（「年調しない」）で、給与等の金額が250万円を超えるもの

ただし、法人の役員の場合には５０万円を超えるもの
（４）役員で、給与等の金額が150万円を超えるもの

※役員：【教職員所得税】の「役員に該当」にチェックがあるもの

源泉徴収票提出者一覧表

MEMO

○○

○○○
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MEMO
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２６．給与支払報告書（総括表）
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　

⇒　７．給与支払報告書（総括表）]

自治体へ提出する【給与支払報告書（総括表）】を印刷します。
Ａ4用紙に２自治体ずつ印刷されます。

印刷

項目名

⑬印刷順 印刷順を指定します。

表示順：自治体マスタ登録画面の表示順

※自治体マスタ登録で自治体指定番号を複数設定（学校ごとに設定）している場合は、

いずれかを選択できます。

（複数指定をしていない場合は、どちらを選択しても出力内容は変わりません。）

給与支払報告書（総括表）

※人数の内訳は印刷実行し、プレビュー
を閉じた後に【印刷結果ログ】で
確認できます。（Excel出力も可）
＜印刷　⇒　印刷結果ログ＞

印刷ログの出力単位をパラメータ
設定より変更できます。
§［1.システム情報　⇒　

2.パラメータ設定］
「給与設定」タブの「42.総括表印刷
結果出力順」より「自治体→学校」
か「自治体」を選択可能です。
（初期値は「自治体→学校」）

支払者名、住所、代表者名は
法人情報もしくは源泉徴収票支払
者設定から取得します。

 P.４-17参照

太枠の内容は【法人情報】の内容を表示しています。
§[１．システム情報　⇒　１．法人情報]

説明

①

②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪
⑫

条件を入力したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。

[更新]ボタンを押下すると
『対象年の前年源泉徴収票情報を
更新しますか』というメッセージが
出力され、『はい』を選択すると、
前年の履歴情報の内容が更新されます。

⑬

対象年は年調の翌年
になります。

⑬

⑬

⑬

①

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

⑫

② ③
④

⑤
⑥

年調完了後は入力できません。
年調完了の解除後に入力して
ください。
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「受給者総人員」「報告人員」について
「源泉徴収提出先住所」の自治体情報が設定されており、【源泉徴収票】の支払金額が
１円以上である教職員の人数です。

・受給者総人員…… 税表区分が「甲種」又は「乙種」
かつ年末調整翌年の１月１日に在籍している

・報告人員/在職…… 税表区分が「甲種」
かつ年末調整翌年の１月１日に在籍している
かつ年末調整期間内に住民税を徴収されている

　又は採用年月日が年末調整年の１月１日以降である
・報告人員/退職…… 税表区分が「甲種」又は「乙種」

かつ年末調整年の12月31日以前に退職している
・報告人員/その他……税表区分が「甲種」又は「乙種」

かつ年末調整翌年の１月１日に在籍している
かつ甲種の場合、年末調整期間内に住民税を徴収せず
採用年月日が年末調整前年の12月31日以前である

今まで住民税が普通徴収だった教職員が特別徴収になる場合、自動判断ができません。
例えば･･･

２０２０年○月　非常勤として採用　※この時点では普通徴収
２０２１年△月　専任に昇格（202１年6月～202２年5月までは普通徴収）

この場合、202２年6月～特別徴収にしたい。
しかし、年調前年以前（20２０年）の採用で、且つ年調年（202１年）の
住民税徴収実績なしのため、総括表上では「その他」のカウントとなります。
TOMASで住民税を徴収しないと「在職」とならないため、該当の自治体の総括表
転記時に人数の調整が必要です。

MEMO
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２７．支給額年度集計表
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１１．年調帳票　

⇒　４．支給額年度集計表]

給与支給額を本俸、手当１（通勤手当以外）、手当２（通勤手当）に分けて確認できます。

項目名

①出力対象 出力対象（対象年度/対象期間）を選択。

対象年度……対象年度（4月～翌年3月）で出力します。

対象期間……開始月～終了月で出力します。但し、1年分以上の出力はできません。

②基準月指定 基準月（実支給日基準/支給対象月基準）を選択。

※【給与（賞与）準備処理】にて登録した「支給日」「対象月」のどちらを基準月とするかを

　選択します。

「支給日」と「対象月」が異なる月の場合、出力内容が異なります。 P.4-32参照

③集計単位 集計する単位（会計区分/管理区分１～４）を選択。

※管理区分１～４は事前にマスタ登録後、教職員ごとに設定する必要がございます。

④条件設定 教職員の限定条件を設定。

⑤ファイル出力 CSVファイルを出力。

支給額年度集計表

説明

②

③

④ ⑤

条件を入力したら、
[印刷]ボタンを
押下してください。

①
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MEMO
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２８．所得税住民税基礎データ出力
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　１２．源泉徴収票データ出力　

⇒　3．所得税住民税基礎データ]　
（メニュー番号「１」、「２」は非表示にしております。）

【給与所得の源泉徴収票】、【給与支払報告書】を電子申告するためのデータを
統一様式CSVで出力します。

「所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項　　 　　P.5-1」を参照の上、ご利用ください。

項目名

①支払者 支払者を選択。

※【法人情報】または【源泉徴収票支払者設定】で登録している情報から選択します。

②出力フォーマット 出力するファイルのフォーマットを選択。

・統一レイアウト(住民税基礎，所得税基礎)…eLTAX対応ソフト:PCdesk(DL版)に取り込む

　 　　ためのCSVデータを作成します。

・住民税基礎データのみ…光ディスク等で提出するためのCSVデータを作成します。

・所得税基礎データのみ…e-Tax(Web版)に取り込むためのCSVデータ作成します。

　光ディスクでの提出にもご利用いただけます。

③提出先市区町村 出力対象の市区町村を選択可能。

　（住民税基礎データ） ・市区町村提出分のみ反映されます。

④当年退職者 当年退職者を含めるか否かを選択。

　（住民税基礎データ） ・含める場合、「退職者全員」または「給与等の金額が30万超のみ」を選択可能。

・市区町村提出分のみ反映されます。

⑤出力対象 出力の対象にチェック。

（所得税基礎データ） ・税務署提出分のみ反映されます。

⑥出力内容 出力する内容を入力。（省略可能です）

・本支店等区分番号・・・・本店等一括提出制度を申請した場合に設定します。

⑦拡張子 拡張子を選択。

・お使いのシステムに合わせて拡張子を選択してください。

従来は「.txt」が拡張子として強制付加されておりましたが、ご利用の転送システム

によっては拡張子が「.csv」しか受け付けないものがあります。

(どちらの拡張子を選択しても、ファイル形式はカンマ区切り(CSV)で作成されます。)

・XLSX(EXCEL)はExcel形式で出力されます。摘要などのデータを加工したい場合に

ご使用ください。

※CSVファイルをダブルクリックで開くと、Excelで起動しますが、

文字の先頭に０がある場合、０が落ちたり、文字化けする恐れがあります。

データ加工後にデータ送信する際は、ファイルの形式を「CSV」で保存してください。

「XLSX」形式のままではデータ送信できませんのでご注意ください。

説明

①

②

条件を入力したら、
[ファイル出力]ボタンを
押下してください。

③

④

省略可能です。
本支店等区分番号は本部等がとりまとめて提出を
行う場合は税務署に連絡した番号を入力してください。

【源泉徴収票支払者設定】
画面へ移動します。

ご使用の際、
ご注意ください。

⑤

⑥
次頁参照

⑦

 4 - 41



 [４] 年末調整の処理（詳細）

e-Tax、eLTAXでは外字が使用できませんので、ご注意ください。

所得税基礎データの提出対象者は下記の条件で選択されます。
※『源泉徴収票提出者一覧表』（提出者）と一致します。
（１）給与等の金額が500万円を超えるもの
（２）税表区分が乙で、給与等の金額が50万円を超えるもの
（３）その年に退職した者で、給与等の金額が250万円を超えるもの

ただし、法人の役員の場合には５０万円を超えるもの
（４）役員で、給与等の金額が150万円を超えるもの

※役員：【教職員所得税】の「役員に該当」にチェックがあるもの

使用するにはマイナンバーシステムの使用権限が必要です。
「確認書出力」にチェックを入れた場合、確認書にもマイナンバーが出力されます。
その場合、マイナンバー出力のログは確認書と出力データの２件ずつ出力されます。

所得税住民税基礎データで出力したデータを編集する場合、拡張子を「.XLSX(EXCEL)」
でファイル出力するとExcel形式でデータ加工ができます。データ加工後にデータ送信する際は、
ファイル形式を「CSV」で保存してください。「XLSX」形式のままではデータ送信できませんので
ご注意ください。

教職員所得税画面の摘要欄１行目から４行目までの文字の合計が全角６５(半角130)文字を
超える場合、オーバー分の文字列がカットされますので、ご注意ください。

普通徴収・特別徴収の判断について
・年末調整計算時点の計算区分情報（教職員登録画面）によって決定します。
「住民税」もしくは「住民税.各月」のどちらにもチェックが入っていない場合、普通徴収と
みなします。

・税表区分が「乙」の教職員は普通徴収とみなします。
・退職日が登録されている教職員は普通徴収とみなします。

所得税住民税基礎データ出力について
 eLTAXを使用する場合、自治体ごとにデータを分ける必要はありません。

出力したデータを取込めば、自動的に自治体を判断して振り分けてくれます。

住民税基礎データのみ出力について
 光ディスク等で提出するため、自治体ごとにデータを分ける必要があります。

提出先市区町村（住民税基礎データ）で対象の自治体を選択してファイル出力してください。

基礎控除額が48万円の場合、省略されます。
４８万円を出力したい場合、パラメータ設定で切り替えができます。
§[１．システム情報　⇒　２．パラメータ設定（給与設定タブ）]　
『基礎控除額48万円出力の切り替え』より指定できます。

「住民税」、「住民税.各月」のいずれか

にチェックが入っている場合は、
「特別徴収」がセットされます。
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２９．年末調整完了
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　７．年末調整計算]

年末調整処理が全て完了後、[年調完了]ボタンを押下します。
年末調整完了を行うと、年末調整情報として別途管理されます。（下記「完了前・後の関連性」参照）

〔年末調整完了前〕

どちらで追加・訂正
しても反映する

〔年末調整完了後〕

どちらで追加・訂正
しても反映しない

（例１） 年末調整完了を行った後、教職員より扶養人数変更依頼があった場合
【年末調整データ入力】にて家族情報と所得税を変更し、【年末調整計算】を行います。
しかし、この変更は教職員管理メニューの【教職員家族】と【教職員所得税】には反映
していません。１月以降の給与・賞与計算にも扶養人数を反映させたい場合は、
教職員管理メニューより【教職員家族】と【教職員所得税】の変更を行う必要があります。

（例２） 年末調整完了を行った後、前職分の支給金額が間違っていた場合
【年末調整データ入力】にて給与支給内訳(前職分電算外)を変更し、年末調整計算を行います。

年末調整完了処理をしているか否かは画面で確認できます。

教職員管理メニュー

・教職員登録（休退職）

・教職員家族
・教職員所得税
・教職員住所

年末調整メニュー
・年末調整データ入力

→所得税・家族情報・休退職・住所

教職員管理メニュー

・教職員登録（休退職）

・教職員家族
・教職員所得税
・教職員住所

年末調整メニュー
・年末調整データ入力

→所得税・家族情報・休退職・住所

完了前・後の関連性

×

年末調整完了済の場合、「対象支給日」「支給区分」が青文字で表示されます。

年調処理が全て完了したら、
[年調完了]ボタンを
押下してください。

2
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３０．年末調整完了解除
§[３．給与　⇒　５．年末調整　⇒　７．年末調整計算]

誤って年末調整完了を行った場合、年末調整完了解除を行うことができます。
年末調整完了解除は、「オペレータの種類」が「システム管理者」の方のみ処理できます。

　

【オペレータ登録】より「オペレータの種類」を確認できます。
§[１．システム情報　⇒　５．マスタ登録　⇒　２．オペレータ登録]

年末調整処理が全て完了後、年末調整完了処理を必ず行ってください。
前ページ参照
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３１．よくあるお問い合わせ

（１）  退職者の源泉徴収票を印刷する場合

P.3-1参照

（２）  年の途中で退職者の年末調整を実施する場合

P.3-2参照

（３）  年調別途支給（還付は別途支給・追徴は合算する場合）

P.3-3参照

（４）  年末調整計算のやり直し（過不足額合算前）

P.3-4参照 12月給与/賞与のやり直し

年末調整データ入力（金額・所得税情報など）のやり直し

（５）  年末調整計算のやり直し（過不足額合算後）

P.3-5参照 12月給与/賞与のやり直し

年末調整データ入力（金額・所得税情報など）のやり直し

（６）  年末調整計算のやり直し（過不足額に影響がない場合）

P.3-6参照 住所変更

家族情報の名前の訂正

源泉徴収票の摘要欄（前職の情報・住居区分）

本人氏名の訂正

（７）  年末調整計算のやり直し（１月に過不足額を調整する場合）

P.3-7参照

P.3-4・P3-5参照

（８）  １２月給与や賞与が間違っていた場合
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（９）  教職員所得税（本人・家族）の内容が間違っていた場合

P.3-4・P3-5・P3-6参照

①所得税・家族情報の修正 完了前・後の関連性(P.4-39)参照

ａ）年末調整完了処理をしていない場合

教職員管理メニュー【教職員所得税】【教職員家族】で修正してください。

【年末調整データ入力】の「所得税」「家族情報」にも反映されます。

翌年1月1日以降の扶養情報等（所得税情報）に変更がある場合には、注意が必要です。

年末調整計算を再実行すると、翌年1月1日以降の所得税情報で年末調整計算されます。

※再実行する時期によっては手書きをおすすめします。

ｂ）年末調整完了処理をしていた場合

【年末調整データ入力】の「所得税」「家族情報」から修正してください。

【年末調整データ入力】から修正した内容は、

教職員管理メニュー【教職員所得税】【教職員家族】には反映されません。

必要であれば教職員管理メニューも修正してください。

教職員管理メニュー【教職員所得税】【教職員家族】で修正した内容は、

【年末調整データ入力】「所得税」「家族情報」には反映されません。

②【年末調整計算】以降の処理を行います。

下記（年末調整計算の再実行）参照

（１０）  年末調整データ入力内容（金額のみ）が間違っていた場合

P.3-4・P3-5参照

（１１）  課税として支給した一部が非課税であった場合

①【年末調整データ入力】で「その他控除：非課税差額」に非課税の金額を入力してください。

§[３　⇒　５　⇒　３．年末調整データ入力]

②【年末調整計算】以降の処理を行います。

下記（年末調整計算の再実行）参照

（１２）  非課税として支給した一部が課税であった場合

①【年末調整データ入力】で「その他控除：非課税差額」に非課税の金額をマイナス入力して

　ください。

§[３　⇒　５　⇒　３．年末調整データ入力]

②【年末調整計算】以降の処理を行います。

年末調整計算の再実行 §[３　⇒　５　⇒　７．年末調整計算]

年末調整完了処理をしていない場合、『年調計算条件を最新にしますか？』というメッセージが

表示されます。

ａ）最新の年末調整情報（教職員情報を除く）を反映したくない場合　⇒　『いいえ』

ｂ）最新の年末調整情報（教職員情報を除く）を反映したい場合　　　⇒　『はい』

どちらの場合も、教職員情報（家族・住所など）は最新のデータが反映されます。
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（１３）  年末調整合算の取消を行わず、年末調整計算を行い還付額が0円になった場合の対応

上記状態となった場合、還付額が0円（「年調計算＝しない」に変更した場合等）となった

教職員の合算取消が行えなくなります。

※支給明細書では還付額が0円以外で表示されたままです。

①対象者を年末調整計算対象（「年調計算：する」に変更）にして【年末調整計算】を

　実行します。（この時点で還付額が0円以外になります）

②対象者の年末調整合算取消を行います。

③対象者を年末調整計算対象外（「年調計算：しない」に変更）にして【年末調整計算】

　を実行します。（この時点で還付額が0円になります）

④【年末調整合算】画面の一覧に還付額0円の対象者は表示されなくなります。

（１４）  死亡退職者の年末調整について

P.3-1・P3-2参照

※死亡日以降の支給は年末調整に含みません。詳細は税務署にお問い合わせください。

（１５）  1月に年末調整合算処理を行う場合

※年調完了していると合算処理が行えないため、１月合算の場合は注意が必要です。

※確定 ※確定

↓ ↓
※過不足額確定

↓ ↓
12月給与合算 ↓ ⇒ここでは合算しない

↓ ↓
※所得税情報等の変更を行うため

↓ ↓ 一度完了処理を実行

※注１ ※注１

↓ ↓
※確定

↓
⇒合算を行うため、合算直前に

↓ 年調完了取消を実行

↓ ★取消前にバックアップ

↓
1月給与合算

↓

注１）【教職員家族・所得税自動更新】は、以下のメニューから起動できます。

§[３　⇒　１　⇒　１６．教職員家族・所得税自動更新]

EX3給与日常処理編マニュアル（P.4-29）参照

【年調完了取消】後、１月給与計算時の扶養情報で再計算されるため、

年末調整計算処理は行わないでください。

年調完了

年末調整合算

年調完了 （仮）　年調完了

教職員家族・所得税情報自動更新 教職員家族・所得税情報自動更新

１月給与計算 １月給与計算

年末調整合算

≪１２月合算≫ ≪１月合算≫

12月給与計算 12月給与計算

年調完了取消

年末調整計算 年末調整計算

 4 - 47



 [４] 年末調整の処理（詳細）

MEMO

 4 - 48



 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

１．所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

データ送信が可能となる日程は例年１月４日頃となります。それ以前に送信する場合、前年分のデータ
として扱われますので、ご注意ください。
また、送信データのファイルレイアウトが変更になるケースで、１月４日より前に送信した場合、
「法廷資料の種類に対するCSVのフォーマットが正しくありません」のエラーが表示されることがあります。
１月４日以降にデータ送信をお願いします。（送信可能な日付は年によって異なる可能性があります。
正確な日程は、国税庁にご確認ください。）

所得税住民税基礎データ出力機能でeLTAXを利用し地方自治体及び税務署に提出する場合には、
次の点にご留意いただき教職員登録のデータ入力を行ってください。
e-Tax、eLTAXをそれぞれでご利用になる場合も、同様にご留意ください。

eLTAXを、ご利用または導入をご検討されているお客様は、一般社団法人地方税電子化
協議会のホームページをご覧ください。　（https://www.eltax.lta.go.jp/）

e-Taxを、ご利用または導入をご検討されているお客様は、国税庁のホームページをご覧ください。
（https://www.e-tax.nta.go.jp/）

住所、居所または所在地

(1) 都道府県名から順次入力してください。ただし、都道府県名については省略しても
差し支えありません。
(例) ○東京都中央区銀座１－１－１

○中央区銀座１－１－１
○大阪市中央区大手前２－２－２ 
×中央区大手前２－２－２　⇒　○大阪市中央区大手前２－２－２

※政令指定都市については、市名を省略しないでください。
※TOMAS-PS給与システムでは、都道府県名を省略して出力しています。

(2) 正式な町名にカナが含まれている場合を除き、漢字で入力してください。
(例) ×名古屋市港区アキハ１－１－１　⇒　○名古屋市港区秋葉１－１－１

×名古屋市港区あきは１－１－１　⇒　○名古屋市港区秋葉１－１－１
○名古屋市港区いろは町２－２－２

(3) ～県、～市、～村等の「県」「市」「村」等の文字については、省略あるいは句読点等による
入力はしないでください。
(例) ×神奈川　横浜　港北　新横浜　１－１－１ 

×神奈川、横浜、港北、新横浜、１－１－１ 
○神奈川県横浜市港北区新横浜１－１－１

(4) 都道府県、市町村、字等の区切りは不要ですが、全角スペース１文字分による区切りが
あっても差し支えありません。
(例) ○神奈川県横浜市港北区新横浜１－１－１

○神奈川県□横浜市□港北区□新横浜□１－１－１
×神奈川県、横浜市、港北区、新横浜、１－１－１
×神奈川県□□横浜市□□港北区□□新横浜□□１－１－１ 

※「□」は全角スペース１文字分を表します。
※TOMAS-PS給与システムでは、住所を入力する際、間にスペースを入れないでください。

(5) 住所を入力する際、「丁目」「番地」「号」等の文字の代わりに記号を入力する場合は、
「－」「～」「・」以外の記号を入力しないでください。
(例) ○千代田区丸の内１－１－１

○千代田区丸の内１～１～１
×千代田区丸の内１、１、１

(6) 様方、気付は、この項目（住所、居所または所在地）に入力し、氏名または名称の項目には
入力しないでください。 

(7) 郵便番号は入力しないでください。 
※TOMAS-PS給与システムの郵便番号欄は従来どおり使用できます。

郵便番号欄以外に郵便番号を入力しないでください。
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氏名または名称

(1) 個人の姓と名の区切りには、全角スペース１文字分を入力してください。
ただし、区切りがない場合は、そのままでも差し支えありません。

(例) 総務□太郎
※「□」は全角スペース１文字分を表します。
※TOMAS-PS給与システムでは、氏名を入力する際、全角１文字スペースを入れてください。

(2) 個人の肩書等は入力しないでください。
(例) ×税理士　総務　太郎　⇒　○総務　太郎

(3) 法人の代表者名等は入力しないでください。
(例) ×総務産業株式会社　代表取締役　総務　太郎　⇒　○総務産業株式会社 

(4) 法人の組織名については、次表に掲げる略称を使用して差し支えありません。
ただし、この場合には必ずカッコ（全角）を付してください。
(例) ○地方産業（株） ○（ＫＫ）地方産業

○地方産業（有 ○ ユ）地方産業
×地方産業 株） ×（ＫＫ地方産業
×地方産業／有 ×ユ、地方産業

組 織 名 略 称 組 織 名 略 称

株式会社 株、ＫＫ、カ、カブ 企業連合 企業、企、キ、キギョウ

有限会社 有、ユ、ユウ 組合連合会 組連、クミレン

合資会社 資、シ 財団法人 財、ザイ

合名会社 名、メ、メイ 社団法人 社、シャ

医療法人 医、イ 社会福祉法人 福、フク

協同組合 協、キョウ、キヨウ 宗教法人 宗、シュウ、シユウ

農業協同組合 農、ノウ 学校法人 学、ガク

漁業協同組合 漁、ギョ、ギヨ

(5) 法人名（カナ）には、組織名を入力しないでください。
(例) ○コクゼイショウジ ×カブシキカイシャ　コクゼイショウジ

○オオクラサンギョウ ×（カブ）オオクラサンギョウ

外字等の取扱い

JIS第1水準およびJIS第2水準以外の漢字、カナ、記号等（以下「外字等」という。）および
半角文字は、次のとおり取り扱ってください。
(1) 半角文字のカナ、英数字、記号、丸付き数字、カッコ付き漢字等は、JIS第１水準および

第２水準の全角文字に変換してください。
(例) 「ｱ 」（半角文字のｱ）　⇒　「ア」（全角１文字）

「1 」（半角文字の1）　⇒　「１」（全角１文字）
「㈱」（拡張文字の㈱ ）　⇒　「（株）」（全角３文字）
「⑩」(丸付文字10)　⇒　「１０」(全角２文字) 

※TOMAS-PS給与システムでは全角出力項目につきましては、外字等以外の半角は全角に
変換して出力しています。

(2) 人名等に使用されている漢字等で、他の文字に変換できないものが含まれている場合には
原則として、その人名等をカナで記載してください。

(3) 外字等がいわゆる異字体または旧字体の場合で、それらを統一文字または新字体に
変換できるものは、それぞれの文字に変換してください。
(例) 「大藏」　⇒　「大蔵」

「齋藤」　⇒　「斉藤」
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■所得税住民税基礎データ抽出項目一覧

・統一レイアウト（住民税基礎，所得税基礎）、住民税基礎データ

法定資料の種類 「315」固定になります。
整理番号１ 画面入力内容になります。（省略可能）
本支店等区分番号 画面入力内容になります。（本店及び支店等が個々に提出

すべき支払調書を本店等でとりまとめて一括して提出する

場合には、本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号

を入力してください。）
提出義務者の住所（居所）又は所在地

提出義務者の氏名又は名称

提出義務者の電話番号 (例)「03-1234-5678」、「03(1234)5678」
整理番号２ 画面入力内容になります。（省略可能）
提出者の住所（居所）又は所在地

提出者の氏名又は名称

訂正表示 「0：新規」をセットします。
年分 和暦でセットします。

住所又は居所

国外住所表示 「0：国内」をセットします。
氏名

役職名

種別 給与コードマスタの職員区分に設定している源泉徴収票

種別（「給料・賞与」、「報酬」など）をセットします。
支払金額

未払金額

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）

所得控除の額の合計額

源泉徴収税額

未徴収税額

控除対象配偶者の有無 控除配偶者有：1　控除配偶者無：2
老人控除対象配偶者 老人控除配偶者無：0　老人控除配偶者有：1
配偶者特別控除の額

特定－主

特定－従

老人－主

老人－上の内訳

老人－従

その他－主

その他－従

特別障害者（本人を除く）

上の内訳

その他

社会保険料の金額

上の内訳

生命保険料の控除額

地震保険料の控除額

住宅借入金等特別控除の額

旧個人年金保険料の金額

配偶者の合計所得

旧長期損害保険料の金額

元号 明治：3　大正：2　昭和：1　平成：4
年

月

日

夫あり

未成年者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
乙欄適用 該当する場合：1　それ以外の場合：0

特別障害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
その他の障害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0

老年者

寡婦 該当する場合：1　それ以外の場合：0
寡夫

勤労学生 該当する場合：1　それ以外の場合：0

44

45

46

12

13

14

15

16

26

17

18

41

№

1

2

3

4

5

6

7

×

項目名 出力

10

○

備考
○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

8

9

支払を受け
る者

○

×

○

○

11

○

○

○

19

20

21

×

○

○

22

23

24

○25

控除対象扶
養親族の数

○

×

○

32

27

28

29

30

○

×

○

×

31

障害者の数

○

○

○

33

34

35

○

○

○

○

○

36

37

38

○

○

○

39

40

42

43

受給者の生
年月日

○

○

○

○

×

○

48

49

47

○

本人が
○

○

50

51

52

×

○

○

53

54

55

○56
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 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

死亡退職 該当する場合：1　それ以外の場合：0
災害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
外国人 該当する場合：1　それ以外の場合：0

中途就職・退職の区分 中途入社：1　中途退職：2　

中途入社の中途退職：2
年

月

日

住所（居所）又は所在地

国外住所表示

氏名又は名称

給与等の金額 電算外に入力した内容をセットします。
徴収した額 電算外に入力した内容をセットします。
控除した社会保険料の金額 電算外に入力した内容をセットします。

災害者に係る徴収猶予税額

年

月

日

年

月

日

住宅借入金等特別控除適用数

住宅借入金等特別控除可能額

住宅借入金等特別控除区分(1回目)

住宅借入金等の額(1回目)

年

月

日

住宅借入金等特別控除区分(2回目)

住宅借入金等の額(2回目)

摘要 教職員所得税情報の摘要欄をセットします。

行数の区切りは「・」で行っています。
新生命保険料の金額

旧生命保険料の金額

介護医療保険料の金額

新個人年金保険料の金額

16歳未満扶養親族の数

国民年金保険料等の金額

非居住者である親族の数

提出義務者の個人番号又は法人番号 法人情報に登録された法人番号をセットします。
支払を受ける者の個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

113 ○

114 ○

115 ○

88

89

65

69

70

71

81

82

83

84

85

72

73

74

75

76

77

80

○

控除対象扶養親族(1)

○95

○

○

○94

○

○
控除対象配偶者

108

控除対象扶養親族(3)

○

109 ○

110 ○

111 ○

○

○

57

58

№ 備考

59

中途就・退
職

○

96 ○

105

○

○

○107

97

99

○

○

○

○

○

○

○

90

○

○

○

住宅借入金等特別控
除等適用家屋居住年
月日(1回目)

○

○

項目名 出力

66

67

68

62

63

64

61

他の支払者

×

×

×

○

60

86

87

○

○

○

○

○

○

112

○

○

×

他の支払者のもとを
退職した年月日

×

×

×

○

○

○

78

79

○
控除対象扶養親族(2)

93

91

92

住宅借入金等特別控
除等適用家屋居住年
月日(2回目)

○

○

○

98

103

101

102

106

100

104

控除対象扶養親族(4)

○

○

○
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 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。
5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号 個人番号をセットします。
5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号 個人番号をセットします。
普通徴収 特別徴収：０を セット

青色専従者

条約免除

支払を受ける者のフリガナ 半角で出力されます。
受給者番号 教職員番号をセットします。
提出先市町村コード 自治体マスタの自治体コードをセット

指定番号 自治体マスタの自治体指定番号をセット

基礎控除の額

所得金額調整控除額

ひとり親 該当する場合：1　それ以外の場合：0

★ 作成区分 国税のみ：０　地方税のみ：１　国税・地方税：２

★144項目目は「統一レイアウト」を選択した場合のみ出力されます。
「住民税基礎データ」のみを選択した場合は、143項目までが出力されます。

※出力欄の記号は次の内容を表します。
○：TOMAS-PS給与システムで対応
×：TOMAS-PS給与システムで未対応

※","（カンマ）、"@"（アットマーク）はCSVファイル内で区切り文字として扱っているため
使用不可です。
また、右の文字も使用不可となります。（℃、Å、⌒、★、☆、♀、♂、♪、♭、♯）

※個人番号は利用形態により、取得方法が変わります。
マイナンバーシステム形態「TOMASで管理」「OBCで管理」「その他（EXCEL等で管理）」

141

142

143

○

○

○

○

135 ×

136 ×

140 ○

144 ○

116

16歳未満の扶養親族
(1)

○

117

118 ○

№ 項目名 出力

119 ○

備考

○

122 ○

120

16歳未満の扶養親族
(2)

○

121 ○

123 ○

127 ○

130 ○

131

126 ○

124

16歳未満の扶養親族
(3)

○

125 ○

○

128

16歳未満の扶養親族
(4)

○

129 ○

132 ○

133 ○

137 ○

138 ○

139 ○

134
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 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

※所得税基礎データはレイアウト公開前のものであるため、
・所得税基礎データ 　今後変更になる可能性があります。

支払調書の種類 「375」固定になります。
整理番号１ 画面入力内容になります。（省略可能）
本支店等区分番号 画面入力内容になります。（本店及び支店等が個々に提出

すべき支払調書を本店等でとりまとめて一括して提出する

場合には、本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号

を入力してください。）
提出義務者の住所（居所）又は所在地

提出義務者の氏名又は名称

提出義務者の電話番号 (例)「03-1234-5678」、「03(1234)5678」
整理番号２ 画面入力内容になります。（省略可能）
提出者の住所（居所）又は所在地

提出者の氏名又は名称

訂正表示 「0：新規」をセットします。
年分 和暦でセットします。

住所又は居所

国外住所表示 「0：国内」をセットします。
氏名

役職名

種別 給与コードマスタの職員区分に設定している源泉徴収票

種別（「給料・賞与」、「報酬」など）をセットします。
支払金額

未払金額

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）

所得控除の額の合計額

源泉徴収税額

未徴収税額

控除対象配偶者の有無 控除配偶者有：1　控除配偶者無：2
老人控除対象配偶者 老人控除配偶者無：0　老人控除配偶者有：1
配偶者特別控除の額

特定－主

特定－従

老人－主

老人－上の内訳

老人－従

その他－主

その他－従

特別障害者（本人を除く）

上の内訳

その他

社会保険料の金額

上の内訳

生命保険料の控除額

地震保険料の控除額

住宅借入金等特別控除の額

旧個人年金保険料の金額

配偶者の合計所得

旧長期損害保険料の金額

元号 明治：3　大正：2　昭和：1　平成：4
年

月

日

夫あり

未成年者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
乙欄適用 該当する場合：1　それ以外の場合：0

特別障害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
その他の障害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0

老年者

寡婦 該当する場合：1　それ以外の場合：0
寡夫

勤労学生 該当する場合：1　それ以外の場合：0
死亡退職 該当する場合：1　それ以外の場合：0

47

×

×

28

29

30

34

35

46

36

37

38

42

43

44

45

○

39

40

41

○

2

4

5

3 ○

14

15

○

○

19

20

21

○

×

17

18

25

26

27

○

○

受給者の生
年月日

○

○

○

○

11

12

○

○

○

○

○

33

控除対象扶
養親族の数

32

○

○

支払を受け
る者

○

×

○

13

16 ○

○

○

56

57

○

○

53

54

55

○

48

49

○

本人が
○

○

50

○

○

○

22

23

24

○

○

×

51

52

○

×

○

○

○

○

○

○

6

7

○

×

31

障害者の数

×

×

項目名 出力

×

○

○
№
1

○

8

9

10

○

備考

 5 - 6



 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

災害者 該当する場合：1　それ以外の場合：0
外国人 該当する場合：1　それ以外の場合：0

中途就職・退職の区分 中途入社：1　中途退職：2　

中途入社の中途退職：2
年

月

日

住所（居所）又は所在地

国外住所表示

氏名又は名称

給与等の金額 電算外に入力した内容をセットします。
徴収した額 電算外に入力した内容をセットします。
控除した社会保険料の金額 電算外に入力した内容をセットします。

災害者に係る徴収猶予税額

年

月

日

年

月

日

住宅借入金等特別控除適用数

住宅借入金等特別控除可能額

住宅借入金等特別控除区分(1回目)

住宅借入金等の額(1回目)

年

月

日

住宅借入金等特別控除区分(2回目)

住宅借入金等の額(2回目)

摘要 教職員所得税情報の摘要欄をセットします。

行数の区切りは「・」で行っています。
新生命保険料の金額

旧生命保険料の金額

介護医療保険料の金額

新個人年金保険料の金額

16歳未満扶養親族の数

国民年金保険料等の金額

非居住者である親族の数

提出義務者の個人番号又は法人番号 法人情報に登録された法人番号をセットします。
支払を受ける者の個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

個人番号 個人番号をセットします。

98 ○

87

88

89

91

○

○

○

○

97

93

○

○

80

74

75

○

73

○

○

×

他の支払者のもとを
退職した年月日

×

×

×

○67

×

他の支払者

×

○

○

項目名 出力

61

81

82

83

84

85

○

○

○

○

○

92

90

94 ○

95 ○

96

控除対象配偶者

○

99 ○

○

103

○

60

69

70

71

72 ×

64

65

66

76

77

78

79

○

○

○

○86

○

住宅借入金等特別控
除等適用家屋居住年
月日(2回目)

○

備考

59

102 ○

中途就・退
職

○

○

○58
№

100

控除対象扶養親族(1)

○

101

住宅借入金等特別控
除等適用家屋居住年
月日(1回目)

○

○

○

68

○

106 ○

104

控除対象扶養親族(2)

○

105 ○

62

63

○

112

控除対象扶養親族(4)

○

113 ○

114

110 ○

111 ○

○

108

控除対象扶養親族(3)

○

109

107 ○

115 ○
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 [５] 所得税住民税基礎データ出力にあたっての留意事項

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00

フリガナ 全角に変換されます。

氏名

区分 非居住者：01  非居住者以外：00
備考 5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を

セットします。
基礎控除の額 区分
所得金額調整控除額 区分
ひとり親 区分 該当する場合：1　それ以外の場合：0

※出力欄の記号は次の内容を表します。
○：TOMAS-PS給与システムで対応
×：TOMAS-PS給与システムで未対応

※","（カンマ）、"@"（アットマーク）はCSVファイル内で区切り文字として扱っているため
使用不可です。
また、右の文字も使用不可となります。（℃、Å、⌒、★、☆、♀、♂、♪、♭、♯）

※個人番号は利用形態により、取得方法が変わります。
マイナンバーシステム形態「TOMASで管理」「OBCで管理」「その他（EXCEL等で管理）」

128 ○

125
16歳未満の扶養親族
(4)

○

126 ○

127 ○

122
16歳未満の扶養親族
(3)

○

123 ○

124 ○

119
16歳未満の扶養親族
(2)

○

120 ○

121 ○

16歳未満の扶養親族
(1)

○

117 ○

118 ○

116
№ 項目名 出力 備考

131 ○

130 ○

129 ○
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